
横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申

（答申第１５２６号から第１５２８号まで） 

平成３０年１０月１８日 



横情審答申第1526号から第1528号まで 

平 成 3 0 年 1 0 月 1 8 日 

横浜市長 林 文子 様 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長   藤 原 靜 雄 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づく

諮問について（答申） 

平成28年８月19日建建道第772号による「道路審議票白根○丁目91」ほか７文書、平

成28年11月２日建建道第1037号による「道路審議票白根○丁目91」ほか27文書及び平

成28年11月18日建建道第1138号による「道路審議票白根○丁目91」ほか25文書の非開

示決定に対する審査請求についての諮問について、別紙のとおり答申します。 



別 紙 

答 申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、開示請求書21通に係る「道路審議票白根○丁目91」ほか７文書、開示

請求書47通に係る「道路審議票白根○丁目91」ほか27文書及び開示請求書29通に係る

「道路審議票白根○丁目91」ほか25文書の開示請求を権利の濫用に該当するとして非

開示とした決定は、妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、別表１－１の「開示請求書中の「開示請求に係る行政文書

の名称又は内容」欄又は別紙の記載」欄（以下「請求内容欄」という。）に記載の開

示請求（以下「開示請求１」という。）、別表１－２の請求内容欄に記載の開示請求

（以下「開示請求２」という。）及び別表１－３の請求内容欄に記載の開示請求（以

下「開示請求３」という。以下開示請求１から３までを総称して「本件開示請求」と

いう。）に対し、横浜市長（以下「実施機関」という。）が、別表１－１の「審査請

求文書」欄記載の行政文書（以下「文書１」という。）、別表１－２の「審査請求文

書」欄記載の行政文書（以下「文書２」という。）及び別表１－３の「審査請求文

書」欄記載の行政文書（以下「文書３」という。以下文書１から文書３までを総称し

て「本件審査請求文書」という。）のそれぞれについて、平成28年７月５日付で行っ

た非開示決定（以下「処分１」という。）、同年７月12日付で行った非開示決定（以

下「処分２」という。）及び同年７月26日付で行った非開示決定（以下「処分３」と

いう。以下処分１から処分３までを総称して「本件処分」という。）の取消しを求め

るというものである。 

３ 実施機関の非開示理由説明要旨 

本件開示請求については、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２

月横浜市条例第１号。以下「条例」という。）第５条第２項に規定する権利の濫用に

該当するため、同条第３項の規定に基づき非開示としたものであり、その理由は、次

のように要約される。 

(1) 平成28年４月８日31件及び同年４月22日28件の先行する開示請求計59件について、

審査請求人と日程調整の上、対象行政文書の開示の実施を予定していた。それにも

かかわらず、期間延長後に開示決定されるまでの間に、６回に渡り繰り返し、先行
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する開示請求の対象と同一と判断される対象行政文書延べ593件の開示請求を行った。 

(2) その後も、先行する開示請求の開示の実施前に、先行する開示請求と同一の文書

について、43件の開示請求を行い、延べ636件の開示請求を行った。 

(3) 過去に審査請求人からなされた開示請求に係る文書の開示の実施において、開示

文書とは別に同様の文書が存在するはずであるとして開示の実施途中で離席するこ

とがあったため、これらの開示請求に対して、対象行政文書を明確に特定をするた

めに補正依頼したが、文書３に関する開示請求を除いて審査請求人は一切応じるこ

となく、不適正な行為を繰り返している。 

(4) 一連の開示請求に対応する実施機関の事務処理量は膨大となり、実施機関の業務

遂行を著しく停滞させている。 

(5) 以上のことから、審査請求人の本件審査請求文書に係る開示請求の目的が行政文

書の閲覧や写しの交付ではないことが明確である。 

(6) したがって、本件開示請求は、条例第５条第２項に規定する権利の濫用に該当し、

同条第３項に基づき非開示とした。 

４ 審査請求人の本件処分に対する意見 

審査請求人が、審査請求書及び意見書において主張している本件処分に対する意見

は、次のように要約される。 

(1) 本件処分を取り消し、本件審査請求文書の全部を開示するよう求める。

(2) 実施機関は、審査請求人が開示請求していない文書を対象行政文書として特定し

て非開示決定をしている。 

その他、審査請求人は、別表１－１から１－３までの「審査請求人の主な請求要

旨」欄に記載の主張をしている。 

なお、審査会としては審査請求人の求めに応じ意見陳述の実施を通知したが、審査

請求人から意見陳述を辞退する旨の申出があったため、意見陳述は実施されなかった。 

５ 審査会の判断 

(1) 建築基準法の道路種別の判定に係る事務について

建築局建築指導部建築道路課（現在の建築局建築指導部建築指導課。以下「建築

指導課」という。）では、建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条に規定する道

路について、建築基準法の道路種別を判定している。道路種別の判定については、

道路相談等を受け、現地調査及び資料を確認したうえで判定した内容を道路審議票
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として保存している。 

(2) 本件審査請求文書について 

本件審査請求文書は、本件開示請求に係る開示請求書の記載から、旭区白根の特定

番地先に係る建築基準法の道路種別の判定に関して、建築指導課において作成し、又

は取得し、保有する別表１－１から１－３までの「審査請求文書」欄に記載の31件の

行政文書であると解される。 

実施機関は、本件開示請求について条例第５条第２項に規定する権利の濫用に該当

するとして非開示としている。一方、審査請求人は、審査請求書及び意見書において

権利の濫用の適用に関する反論等を述べることなく単に非開示とする理由はないとの

み主張している。 

(3) 本件処分に至る経緯 

ア 実施機関は、平成４年に、旭区白根の特定番地の民地（以下「土地Ａ」とい

う。）先に係る土地について、建築基準法第42条第２項に規定する道路であると判

定した。その後、土地Ａは審査請求人の所有するところとなり、当該道路判定を前

提として、審査請求人に対して実施機関による是正指導等が行われた。しかし、平

成21年になって、当該道路判定は誤りであることが判明し、実施機関は道路判定を

変更した。 

また、土地Ａに関しては、昭和43年に国土調査法（昭和26年法律第180号）に基

づく地籍調査が行われ、これにより隣接する市道との境界を明示する公図が作成さ

れ、平成10年には市道との境界を確認する境界復元の手続が従前所有者と市との間

で行われ境界標が設置された。審査請求人は、隣接する市道との境界について、国

土調査、道路境界復元等の当時に作成された公図等の文書に誤りがある、境界標が

自分の所有地を侵していることなどを市に対して主張し続けている。 

イ 以上のことに伴い、土地Ａ先の道路判定及び隣接する市道との境界等に関して実

施機関が保有する行政文書を対象として、審査請求人は繰り返し開示請求を行い、

さらに開示請求に対する開示決定等について繰り返し審査請求を行っている。 

(4) 条例第５条第２項の該当性について 

ア 条例第５条第２項では、「何人も、この条例に基づく行政文書の開示を請求す

る権利を濫用してはならない。」と規定し、同条第３項では「実施機関は、前項

に規定する行政文書の開示を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認める

ときは、当該請求を拒否することができる。」と規定している。 
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イ 権利の濫用とは一般的に、「形式上権利の行使としての外形を備えるが、その

具体的な状況と実際の結果に照らし、その権利の本来の目的内容を逸脱するため

に実質的には権利の行使として認めることができないと判断される行為」をいう

（内閣法制局法令用語研究会編「法律用語辞典（第４版）」（有斐閣））。 

  情報公開制度の目的は、情報を公開することにより「市民の的確な理解と批判

の下にある公正で民主的な市政の運営に資すること」（条例第１条）であり、市

政に関する情報が広く公開され、それをもとに市政に対する適正な意見が形成さ

れ、公正で市民の意見が反映された行政が実現されることが期待されている。し

たがって、開示請求者は、このような条例の目的に即した適正な請求を行うべき

ことが要請されているのであり、制度本来の趣旨を著しく逸脱した請求は、権利

の濫用に該当することとなる。 

  具体的には、開示請求者の言動、開示請求の内容、方法等、当該請求による実

施機関の業務遂行の停滞その他様々な要素を総合的に勘案した結果、当該開示請

求に係る事務処理を行うことで実施機関の業務遂行に著しい支障を生じさせる場

合であって、かつ実施機関に対する請求者の害意が認められるときは、条例第５

条第２項に規定する開示請求権の濫用に該当すると解される。 

ウ 実施機関は、特定の開示請求が「開示請求権の濫用」に該当するかどうかにつ

いては、個別の事案ごとに請求者の言動、請求の内容、方法等、当該請求による

実施機関の業務遂行の停滞等の要素を総合的に勘案し、判断することとしている

が、具体的な事例を類型化して、本件開示請求の時点では次の三つを判断の基準

として運用していた。 

(ｱ) 請求者の言動、請求の内容、方法等から開示請求の目的が文書開示以外にあ

ることが明らかに認められるとき。 

(ｲ) 開示を受ける意思のないことが明らかに認められるとき。 

(ｳ） 開示の実施等において不適正な行為が繰り返されるとき。 

エ 実施機関は、前記のとおり、本件開示請求に係る審査請求人の一連の言動、請

求の内容、方法等から「開示請求の目的が文書開示以外にあることが明らかに認

められるとき。」に該当するとして本件処分を行っている。 

これに対し審査請求人は、非開示とする理由はないとのみ主張している。 

オ 当審査会では、実施機関の説明及び審査請求人の主張を踏まえて、本項該当性

について次のとおり検討した。 
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カ 本件開示請求から本件処分に至る経過について、開示請求書、開示決定等期間

延長通知書、開示等の決定通知書、弁明書、審査請求書及び意見書等の関連する

文書並びに平成30年５月18日に行った実施機関からの事情聴取により当審査会が

確認したところ、次の事実が認められた。 

(ｱ) 審査請求人は、平成28年４月８日、１通の開示請求書に計31件の行政文書を

当該文書の作成年度及び記号番号、文書の名称及び提出日付、文書件名等を記載

した別紙を添付して開示請求を行っている。これに対して、実施機関は、開示請

求に係る行政文書が大量であるため、決定期間内に開示決定等を行うことが困難

であるとして、同年６月７日までの60日間の開示決定等期間延長する旨を同年４

月14日付で審査請求人宛てに通知した。 

また、審査請求人は、同年４月22日、１通の開示請求書に上記の４月８日に開

示請求したものと同一の行政文書のうち、計28件の行政文書を記載した別紙を添

付して開示請求を行っている。これに対して、実施機関は、本件のほか審査請求

人からの関連する開示請求事案が多数あり、これらに対する事務処理をする必要

があるために決定期間内に開示決定等をすることが著しく困難であるとして、こ

の開示請求に対しても同じく、同年６月21日までの60日間の開示決定等期間延長

する旨を同年５月９日付で審査請求人宛てに通知した。 

この２件の開示請求（以下「先行する開示請求」という。）については、実施

機関において、平成28年６月７日に一部開示決定等の決裁がなされ、同年７月

８日市民情報センターにおいて閲覧による開示の実施を行う旨の一部開示決定

通知書が同年６月23日付で作成され、審査請求人宛てに送付された。 

(ｲ) 審査請求人は、先行する開示請求に対して実施機関が期間延長し、開示決定等

を通知するまでの期間及び先行する開示請求に係る対象行政文書の閲覧による開

示の実施を審査請求人に対して通知してから開示の実施が行われる前までの期間

に、先行する開示請求の対象行政文書の全部又は一部と重複する行政文書を請求

する内容の本件開示請求を以下のとおり繰り返し行っている。 

平成28年５月６日13通計21件、同年５月23日13通計35件、同年５月25日12通計

84件、同年５月30日３通計43件、同年６月３日１通計18件、同年６月７日14通

計392件、同年６月10日14通計14件、同年６月20日21通計23件、同年７月４日６

通計６件。以上の合計97通の開示請求書により、延べ636件の開示請求が行われ

た。 
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(ｳ) 審査請求人と実施機関の間では、先行する開示請求に係る閲覧による開示の

実施日時の調整についてやり取りがあり、最終的に平成28年７月７日に開示を

実施することとなった。しかし、審査請求人は、その開示の実施の場において、

対象行政文書をほとんど見ることなく、審査請求人が開示請求したものとは別

の文書を実施機関が特定している等の従前からの自説の主張を行うことに終始

した。 

(ｴ)  本件開示請求に係る開示請求書には、審査請求人自らが、先行する開示請求

と同一の行政文書の作成年度及び記号番号、文書の名称及び提出日付、文書件名

等を記載したものに、多くの場合、職員に対する誹謗中傷、開示を督促する旨、

実施機関の文書や業務等に対する審査請求人の主観的な評価・主張などの修飾す

る言葉（以下「審査請求人の主張等」という。）を付したうえで開示請求してい

る。 

これに対して、実施機関は、先行する開示請求において、開示請求書の記載

から請求内容を解読して対象行政文書を特定し、開示等決定の決裁手続を行う

までの事務だけでも開示請求文書１件当たり少なくとも４時間程度の時間を要

している。 

本件開示請求においても、開示請求書に記載の行政文書の作成年度及び記号

番号、文書の名称及び提出日付、文書件名等の情報に基づいて行政文書を特定

し、開示等決定を行うに当たり同様の時間を要している。 

(ｵ)  実施機関は、審査請求人から同一文書が対象と考えられる内容の開示請求を

受けて、従前に対象行政文書として特定し、一部開示決定等をしているものに

ついても本件開示請求の内容に含まれていること、従前に行った当該文書の開

示の実施の際に、審査請求人から文書特定に相違があると主張された経緯があ

ることを踏まえて、文書１から文書３までの開示請求全てに係る対象行政文書

の特定について協力を依頼している。これに対して、審査請求人は文書１及び

文書２の開示請求については補正に一切応じず、文書３については実施機関か

らの補正依頼に応じているものの、審査請求人から追加提出された補正文書で

は審査請求人の主張等が追記されて請求内容がさらに分かりにくい記載となっ

ている。 

(ｶ) 従前の開示請求等において、その対象行政文書に条例第７条第２項各号に規

定する非開示とすべき情報が含まれる場合、実施機関は当該情報を非開示とす
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る決定を行い、開示の実施に当たっては、当該非開示情報が記載された部分を

黒く塗抹した対象行政文書の写しを作成するなどして開示を実施することとな

る。しかしながら、審査請求人はほとんど閲覧することもなく非開示部分を塗

抹したことについて実施機関が行政文書を偽造捏造したと主張するなどし、開

示の実施を妨げた。 

(ｷ) 先行する開示請求において、審査請求人は、何を求めているかは不明ではあ

るが、審査請求人の主張等を記載した開示請求書の記載どおりの文書件名で開示

決定等がなされないのは実施機関が行った文書の特定が誤っていると主張してい

る。本件開示請求においても同様の主張を繰り返している。 

キ 上記カ(ｱ)から(ｷ)までのとおり認定された事実によれば、審査請求人による本

件開示請求に係る一連の対応においては、①開示請求が平成28年５月６日から７月

４日までの限られた間に、９回合計97通の開示請求書により、最大31件の行政文書

について延べ636件も行われており、社会通念上考えられない間隔・頻度・回数で

繰り返し行われていること(上記カ(ｲ))、②審査請求人が開示請求の対象行政文書

の特定について補正に応じないなど実施機関へ協力しようとする姿勢が見られない

こと(上記カ(ｵ))、③実施機関が開示請求書の記載から分かる内容に基づき文書特

定をしているにもかかわらず、審査請求人の主張等を記載した開示請求書の記載ど

おりの文書件名で開示決定等がなされないことをもって、補正にも応じず実施機関

が行った文書の特定が誤っていると主張しているのみであること(上記カ(ｷ))、④

同一の対象行政文書に係る過去の開示の実施にあたり、審査請求人が開示請求し

たものとは別の文書を実施機関が特定している等の自説を述べることに重きを置

いて開示の実施を妨げていること(上記カ(ｳ)、(ｶ)及び(ｷ))が認められる。 

ク 以上のことから、実施機関においては、審査請求人からの一連の開示請求に対応

するために上記カ(ｴ)のような膨大な労力を要しており、その結果、実施機関の他

の行政事務の適正な遂行に著しい支障をきたしていると認められる。 

また、審査請求人の一連の言動、請求の内容、方法等の客観的事実を踏まえると、

少なくとも本件開示請求を含む一連の「開示請求の目的が文書開示以外にある」こ

とは明らかであり、審査請求人の一連の行為が実施機関の他の行政事務の適正な遂

行に著しい支障をきたしていることを審査請求人は当然に認識していると考えられ

ることから、本件開示請求を含む一連の行為は害意に基づくものと評価することが

できる。 
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ケ したがって、本件開示請求は、情報公開制度の趣旨を著しく逸脱するものであっ

て、権利の濫用に当たり、本項に該当する。  

(5) 結論 

以上のとおり、実施機関が本件開示請求を条例第５条第２項に該当するとして非

開示とした決定は、妥当である。 

（制度運用調査部会） 

 委員 藤原靜雄、委員 金子正史、委員 松村雅生 
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 別
表
１

－
１
 
 
答
申
第

1
5
2
6
号
の
「
開
示
請
求
に
係
る
行
政

文
書
の
名
称
又
は
内
容
」
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請 求 №
 

開
⽰

請
求

 
⽇

 
開

⽰
請

求
書

中
の

「
開

⽰
請

求
に

係
る

⾏
政

⽂
書

の
名

称
⼜

は
内

容
」

欄
⼜

は
別

紙
の

記
載

 
決

定
通

知
 

⽇
 

決
定

内
容

 
諮

問
⽇

 
審

査
請

求
⽂

書
 

審
査

請
求

⼈
の

主
な

請
求

趣
旨

 

適
⽤

条
項

等
 

⽂
書

の
概

要
 

実
施

機
関

の
主

な
説

明
趣

旨
 

１
 

平
成

 
28

.6.
20

 
(1

) 

平
成

22
年

10
⽉

19
⽇

開
⽰

請
求

し
た「

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

建
建

道
第

19
47

号
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
平

成
22

年
11

⽉
22

⽇
付

で
開

⽰
さ

れ
た

原
議

⼀
式

。
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

標
題

⽂
書

資
料

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

                   

平
成

 
28

.7.
5 

⾮
開

⽰
 

平
成

28
.8.

19
 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 

既
に

⽂
書

は
、

裁
判

所
、

実
施

機
関

及
び

関
係

部
署

に
配

布
さ

れ
て

い
る

情
報

で
あ

っ
て

、請
求

に
際

し
て

は
詳

細
を

わ
か

り
易

く
弁

じ
た

上
で

請
求

し
て

い
る

。⾮
開

⽰
と

す
べ

き
理

由
は

全
く

な
い

の
で

、
実

施
機

関
は

条
例

の
適

⽤
通

り
、情

報
公

開
法

に
基

づ
き

開
⽰

を
実

施
さ

れ
る

こ
と

が
妥

当
と

考
え

る
。

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 

審
査

請
求

⼈
は

、
実

施
機

関
に

対
し

、
平

成
28

年
4⽉

8⽇
に

1通
（

請
求

⽂
書

件
数

31
件

）及
び

同
年

4⽉
22

⽇
に

1
通

（
請

求
⽂

書
件

数
28

件
）

の
開

⽰
請

求
を

⾏
っ

た
。開

⽰
決

定
に

時
間

を
要

す
る

た
め

60
⽇

間
の

期
間

延
⻑

を
し

、
同

年
6⽉

7⽇
に

⼀
部

開
⽰

決
定

を
⾏

っ
た

。
こ

の
間

に
審

査
請

求
⼈

は
、

上
記

開
⽰

請
求

⽂
書

の
⼀

部
⼜

は
全

部
と

重
複

す
る

請
求

を
、

5⽉
6⽇

に
13

通
計

21
件

、
5⽉

23
⽇

に
13

通
計

35
件

、
5

⽉
25

⽇
に

12
通

計
84

件
、5

⽉
30

⽇
に

3通
計

43
件

、
6⽉

3⽇
に

1通
計

18
件

、
6⽉

7⽇
に

14
通

計
39

2件
⾏

っ
た

。
さ

ら
に

同
年

6⽉
10

⽇
に

14
通

計
14

件
、6

⽉
20

⽇
に

21
通

23
件
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の

開
⽰

請
求

を
⾏

っ
た

。（
5⽉

6⽇
か

ら
6⽉

20
⽇

ま
で

の
請

求
は

、
全

91
通

、
63

0件
）

本
件

請
求

に
よ

り
、

実
施

機
関

の
事

務
処

理
量

は
膨

⼤
と

な
り

、業
務

遂
⾏

を
停

滞
さ

せ
て

い
る

。ま
た

審
査

請
求

⼈
は

、⼀
連

の
開

⽰
請

求
に

か
か

る
⽂

書
特

定
の

補
正

に
応

ず
る

こ
と

が
な

く
、実

施
機

関
へ

協
⼒

す
る

責
務

を
果

た
さ

ず
、

不
適

正
な

⾏
為

を
繰

り
返

し
た

。
以

上
の

こ
と

か
ら

、審
査

請
求

⼈
が

開
⽰

請
求

を
⾏

う
⽬

的
が

⾏
政

⽂
書

の
閲

覧
や

写
し

の
交

付
で

は
な

い
こ

と
が

明
確

な
た

め
。

 

２
 

28
.6.

20
 

(2
) 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
Ａ

横
浜

市
建

築
局

特
定

部
部

⻑
か

ら
返

事
を

頂
い

た
。「

平
成

21
年

度
道

路
審

議
票

は
、

こ
れ

ま
で

⼀
貫

し
て

添
付

⽂
書

を
含

め
た

全
て

の
写

し
を

Ｂ
様

に
閲

覧
し

て
頂

き
交

付
し

て
お

り
、

隠
蔽

の
事

実
も

あ
り

ま
せ

ん
。」

と
の

⾔
質

記
載

が
有

る
。

建
建

道
第

19
47

号
平

成
22

年
11

⽉
2⽇

⽂
書

に
つ

い
て

原
議

⼀
式

の
開

⽰
を

求
め

る
。

開
⽰

決
定

通
知

書
に

は
標

題
⽂

書
資

料
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

平
成

22
年

度
建

建
道

第
19

47
号「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

３
 

28
.6.

20
 

(3
) 

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇（

建
建

道
第

11
09

号
）Ａ

横
浜

市
建

築
局

特
定

部
部

⻑
殿

は
、『

差
し

込
み

で
開

⽰
さ

れ
て

い
る

⽭
盾

は
あ

り
ま

せ
ん

。』
と

の
⾔

質
。

偽
造

⽂
書

だ
か

ら
道

路
審

議
票

は
無

い
の

に
も

関
わ

ら
ず

偽
造

し
た

。
開

⽰
の

都
度

、
差

し
込

む
か

ら
資

料
の

順
番

が
変

わ
る

こ
と

の
意

だ
。

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

旭
区

⽩
根

〇
丁

⽬（
平

成
4年

度
）建

建
道

第
29

29
号

平
成

24
年

2⽉

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 

①
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
②

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

－ 10 －



 

28
⽇

付
と

建
建

道
第

27
65

号
平

成
24

年
2⽉

13
⽇

付
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

旭
区

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）
を

指
摘

し
て

い
る

。
双

⽅
の

資
料

等
原

議
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

４
 

28
.6.

20
 

(4
) 

平
成

22
年

6⽉
25

⽇
付

開
⽰

請
求

し
た「

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）（
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
）

.」
建

建
道

第
82

6号
平

成
22

年
7⽉

6⽇
付

で
開

⽰
さ

れ
た

原
議

⼀
式

。
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

標
題

⽂
書

資
料

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
。

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
等

 
同

上
 

５
 

28
.6.

20
 

(5
) 

平
成

26
年

10
⽉

１
⽇

付
け

建
建

道
第

86
2号

で
お

詫
び

申
し

上
げ

た
の

は
、

平
成

4年
に

作
成

し
た

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
の

偽
造

⾏
為

を
建

築
基

準
法

の
判

断
の

誤
り

が
あ

っ
た

と
⽂

⾔
で

「
お

詫
び

」
し

た
で

は
な

い
か

。建
建

道
第

86
2号

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、Ａ
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

か
ら

返
書

を
頂

い
た

。⽂
中

の
平

成
25

年
3⽉

27
⽇

付
第

1回
弁

論
準

備
で

証
拠

書
類

（
⼄

３
）

と
し

て
提

出
し

た
と

⾔
う

。（
⼄

３
）

⽂
書

原
議

⼀
式

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

標
題

等
の

全
通

数
を

算
出

し
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

26
年

度
建

建
道

第
86

2号
「

平
成

26
年

9⽉
15

⽇
付

照
会

に
つ

い
て（

回
答

）」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
市

⺠
か

ら
の

要
望

に
対

す
る

回
答

 
同

上
 

６
 

28
.6.

20
 

(6
) 

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇

（
建

建
道

第
11

09
号

）、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

殿
の

返
書

に「
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

と
し

て
添

付
⽂

書
不

⾜
」

と
指

摘
さ

れ
た

と
あ

る
。

そ
れ

は
偽

造
し

た
か

ら
標

題
⽂

書
の

組
合

わ
せ

が
都

度
違

い
指

摘
し

た
資

料
を

隠
蔽

さ
れ

る
意

。
⽂

書
原

議
⼀

式
と

は
構

成
さ

れ
た

⽂
書

全
体

の
原

議
の

意
。

平
成

4年
度

道
路

審
議

票
と

し
て

添
付

⽂
書

不
⾜

さ
れ

な
い

様
原

議
⽂

書
⼀

式
の

開
⽰

を
求

め
る

。
 

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

７
 

28
.6.

20
 

(7
) 

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇

（
建

建
道

第
11

09
号

）、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

殿
の

返
書

に
「

Ｂ
様

に
閲

覧
頂

き
、

そ
の

中
か

ら
お

選
び

に
な

っ
た

･･
･」

云
々

と
あ

る
。

明
ら

か
に

偽
造

と
明

⽰
さ

れ
た

⽂
書

を
開

⽰
願

っ
た

だ
け

の
こ

と
で

あ
る

。
開

⽰
決

定
通

知
書

を
交

付
し

な
い

で
は

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
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な
い

か
。「

･･
･お

選
び

い
た

だ
い

た
」

と
⾔

わ
れ

る
⽂

書
原

議
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

 

８
 

28
.6.

20
 

(8
) 

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇

（
建

建
道

第
11

09
号

）、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

殿
の

返
書

に
「

横
浜

地
裁

平
成

24
年

(ﾜ
)第

46
28

号
慰

謝
料

等
損

害
賠

償
請

求
事

件
の

平
成

25
年

3⽉
27

⽇
第

1回
弁

論
準

備
で

証
拠

書
類

(⼄
3)

と
し

て
提

出
し

、
判

決
に

お
い

て
平

成
4年

に
作

成
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
が

認
定

さ
れ

て
い

る
と

あ
る

。
(⼄

3)
は

Ａ
４

等
８

通
の

資
料

を
隠

蔽
し

、
提

出
さ

れ
た

の
は

Ａ
４

⽤
紙

２
枚

の
み

、
偽

造
と

指
摘

し
た

審
議

に
急

遽
終

結
宣

⾔
さ

れ
て

い
る

。「
⼄

３
と

隠
蔽

し
た

資
料

原
議

⼀
式

」
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

９
 

28
.6.

20
 

(9
) 

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇

（
建

建
道

第
11

09
号

）、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

殿
の

返
書

に
、

作
成

年
⽉

⽇
も

無
く

存
在

し
な

い
事

象
に

対
し

、
「

⼄
３

の
原

議
は

･･
Ｂ

４
の

資
料

を
折

っ
て

綴
っ

た
も

の
で

す
」

と
偽

造
を

明
⽰

し
た

。
地

図
を

貼
り

付
け

て
偽

造
作

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

は
裁

判
所

判
事

か
ら

⾒
せ

て
頂

き
確

認
し

て
い

る
。「

⼄
３

の
原

議
は

･･
Ｂ

４
の

資
料

を
折

っ
て

綴
っ

た
も

の
で

す
」

の
⼄

３
原

議
及

び
其

の
資

料
原

議
⼀

式
の

開
⽰

請
求

を
す

る
。

 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

10
  

28
.6.

20
 

(1
0)

 

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇

（
建

建
道

第
11

09
号

）、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

殿
は

、
偽

造
し

資
料

も
隠

蔽
し

た
⽂

書
が

、
裁

判
で

認
定

さ
れ

た
と

⾔
う

が
、

平
成

26
年

11
⽉

26
⽇

市
⺠

情
報

室
で

、
こ

れ
が

平
成

4年
に

作
成

し
た

道
路

審
議

票
の

「
原

議
」

だ
と

⾔
っ

て
開

⽰
さ

れ
た

が
、

裁
判

で
確

定
さ

れ
る

必
要

は
な

い
で

は
な

い
か

。
⽭

盾
し

て
い

る
の

で
①

認
定

さ
れ

て
い

な
い

⽅
の

⽂
書

と
②

資
料

双
⽅

の
原

議
⼀

式
の

開
⽰

を
求

め
る

。
 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

11
 

28
.6.

20
 

(1
1)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
書

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

「
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

は
偽

造
が

明
ら

か
で

あ
る

が
、

偽
造

で
は

無
い

と
⾔

う
年

⽉
⽇

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

－ 12 －



 

等
を

指
摘

事
項

が
記

⼊
さ

れ
た

該
当

⽂
書

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

標
題

⽂
書

資
料

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

12
 

28
.6.

20
 

(1
2)

 

平
成

27
年

4⽉
16

⽇
付

建
建

道
第

66
号

に
て

、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

か
ら

の
返

書
に

、『
そ

の
都

度
証

拠
を

作
る

の
だ

よ
。』

と
、

Ｂ
特

定
課

課
⻑

に
⾔

わ
せ

た
。

新
し

い
事

実
が

判
明

し
た

場
合

は
、

改
め

て
道

路
審

議
票

を
作

る
こ

と
を

説
明

し
た

も
の

で
す

と
の

⾔
質

。「
建

築
局

建
築

道
路

課
が

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬（

平
成

4年
度

）
は

廃
⽌

し
た

と
詭

弁
を

⾔
わ

れ
る

が
、

新
し

い
道

路
審

議
票

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。
 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

13
 

28
.6.

20
 

(1
3)

 

平
成

27
年

4⽉
16

⽇
付

建
建

道
第

66
号

に
て

、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

か
ら

の
返

書
に

は
、『

道
が

無
い

か
ら

公
道

⾏
き

⽌
ま

り
』

と
道

路
局

の
表

⽰
塔

が
有

る
。

平
成

4年
当

時
も

⽯
垣

。
何

処
に

区
域

が
あ

る
の

か
根

拠
⽂

書
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

開
⽰

決
定

通
知

書
に

は
標

題
⽂

書
資

料
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

14
 

28
.6.

20
 

(1
4)

 

平
成

27
年

4⽉
16

⽇
付

建
建

道
第

66
号

に
て

、
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

か
ら

の
返

書
に

は
「

他
の

部
署

に
相

違
付

し
た

件
に

つ
い

て
･･

」
と

正
当

化
を

謀
っ

て
い

る
が

①
、

請
求

者
の

個
⼈

情
報

90
通

を
無

修
正

で
送

付
し

た
こ

と
を

指
摘

し
て

い
る

。
②

平
成

20
年

弁
護

⼠
か

ら
の

･･
･」

云
々

の
虚

⾔
を

⾔
わ

れ
て

い
る

『
冒

頭
の

裁
判

で
、

横
浜

弁
護

⼠
会

か
ら

の
依

頼
だ

と
証

⾔
さ

れ
た

。
③

弁
護

⼠
法

第
23

条
2の

第
2項

に
だ

か
ら

拒
否

で
き

な
い

と
採

決
さ

れ
て

い
る

。「
横

浜
弁

護
⼠

会
⻑

か
ら

の
依

頼
⽂

書
」

を
請

求
す

る
。

開
⽰

決
定

通
知

書
に

は
標

題
全

⽂
書

⼀
式

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

書
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
 

同
上

 

－ 13 －



 15
 

28
.6.

20
 

(1
5)

 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
付

の
開

⽰
請

求
書

記
載

⽂
書「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）」
（

建
建

道
第

27
65

号
）

は
、

平
成

24
年

2⽉
14

⽇
に

、
建

築
道

路
課

が
開

⽰
さ

れ
た

が
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
し

、
建

築
局

関
係

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

建
築

情
報

相
談

課
と

建
築

道
路

課
と

の
合

作
に

て
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

と
判

明
し

た
。「

建
築

情
報

相
談

課
が

⼀
部

開
⽰

に
資

し
た

⽂
書

資
料

の
原

議
⼀

式
」

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

正
確

に
通

数
を

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

16
 

28
.6.

20
 

(1
6)

 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
付

の
開

⽰
請

求
書

記
載

⽂
書「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）」
（

建
建

道
第

27
65

号
）

は
、

平
成

24
年

2⽉
14

⽇
に

、
建

築
道

路
課

が
開

⽰
さ

れ
た

が
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
し

、
建

築
局

関
係

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

建
築

情
報

相
談

課
と

建
築

道
路

課
と

の
合

作
に

て
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

と
判

明
し

た
。「

建
築

道
路

課
が

⼀
部

開
⽰

に
資

し
た

⽂
書

資
料

の
原

議
⼀

式
」

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

正
確

に
通

数
を

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

17
 

28
.6.

20
 

(1
7)

 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
付

の
開

⽰
請

求
書

記
載

⽂
書「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）」
（

建
建

道
第

29
29

号
）

は
、

平
成

24
年

2⽉
28

⽇
に

、
建

築
道

路
課

が
開

⽰
さ

れ
た

が
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
し

、
建

築
局

関
係

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

建
築

情
報

相
談

課
と

建
築

道
路

課
と

の
合

作
に

て
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

と
判

明
し

た
。「

建
築

情
報

相
談

課
が

⼀
部

開
⽰

に
資

し
た

⽂
書

資
料

の
原

議
⼀

式
」

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

正
確

に
通

数
を

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 

28
.8.

19
 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

18
  

28
.6.

20
 

(1
8)

 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
付

の
開

⽰
請

求
書

記
載

⽂
書「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）」
（

建
建

道
第

29
29

号
）

は
、

平
成

24
年

2⽉
28

⽇
に

、
建

築
道

路
課

が
開

28
.7.

5  
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

－ 14 －



 

⽰
さ

れ
た

が
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
し

、
建

築
局

関
係

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

建
築

情
報

相
談

課
と

建
築

道
路

課
と

の
合

作
に

て
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

と
判

明
し

た
。「

建
築

道
路

課
が

⼀
部

開
⽰

に
資

し
た

⽂
書

資
料

の
原

議
⼀

式
」

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

正
確

に
通

数
を

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

19
 

28
.6.

20
 

(1
9)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
Ａ

横
浜

市
建

築
局

特
定

部
部

⻑
殿

の
返

書
に

、「
･･

･南
側

の
公

道
と

あ
る

。」
何

処
か

ら
何

処
ま

で
が

公
道

な
の

か
を

明
⽰

し
た

⽂
書

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

標
題

全
⽂

書
⼀

式
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

5 
⾮

開
⽰

 
28

.8.
19

 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

20
 

28
.6.

20
 

(2
0)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
の

請
求

⽂
書

に
対

し
、

Ａ
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

か
ら

返
書

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

『
当

該
部

分
は

通
⾏

可
能

な
た

め
⽣

活
道

路
し

て
使

⽤
さ

れ
て

い
る

』
と

記
載

が
あ

る
。

当
該

部
分

と
は

何
処

か
。

ま
た

、
何

処
か

ら
ど

こ
ま

で
か

。
係

⻑
時

の
忘

れ
て

し
ま

っ
た

か
の

か
。

こ
の

様
な

状
況

下
で

も
遡

っ
て

現
地

を
確

認
さ

れ
て

い
な

い
の

か
。

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

明
⽰

さ
れ

た
⽂

書
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

開
⽰

決
定

通
知

書
に

は
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

21
 

28
.6.

20
 

(2
1)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
Ａ

横
浜

市
建

築
局

特
定

部
部

⻑
か

ら
の

返
書

に
、「

2項
道

路
と

し
て

確
認

を
受

け
て

い
る

。」
と

あ
る

。2
項

道
路

で
は

無
い

こ
と

を
10

0も
承

知
し

て
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

平
成

4年
7⽉

7⽇
に

誓
約

書
を

⾒
て

謝
罪

し
た

の
を

忘
れ

た
の

か
。「

2項
道

路
と

し
て

確
認

を
受

け
て

い
る

。」
と

の
⽂

書
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

 

28
.7.

5 

⾮
開

⽰
 

28
.8.

19
 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
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 別
表
１

−
２

 
 
答
申
第

1
5
2
7
号
に
係
る
「
開
示
請
求
に
係
る

行
政
文
書
の
名
称
又
は
内
容
」
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
請 求 №

 

開
⽰

請
求

⽇
 

開
⽰

請
求

書
中

の
「

開
⽰

請
求

に
係

る
⾏

政
⽂

書
の

名
称

⼜
は

内
容

」
欄

⼜
は

別
紙

の
記

載
 

決
 定

 通
知

  
⽇

 

決
定

内
容

 
諮

問
⽇

 
審

査
請

求
⽂

書
 

審
査

請
求

⼈
の

主
な

請
求

趣
旨

 

適
⽤

条
項

等
 

⽂
書

の
概

要
 

実
施

機
関

の
主

な
説

明
趣

旨
 

１
 

平
成

28
.5.

23
 

(1
) 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
 実

施
機

関
が

上
記

に
指

⽰
記

載
し

た
⽂

書
は

、そ
の

⼀
部

な
ど

と
実

施
機

関
に

利
便

な
⽂

書
に

誘
導

し
て

い
る

。請
求

書
に

詳
細

に
記

載
さ

れ
た

⽂
書

に
基

づ
い

た
⽂

書
を

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
指

摘
し

、
開

⽰
請

求
を

す
る

。 
①

実
施

機
関

が
弁

護
⼠

会
か

ら
依

頼
受

け
し

た
と

⾔
う「

弁
護

⼠
法

の
権

利
及

び
義

務
と

⾊
塗

り
で

明
⽰

し
た

⽂
書

」（
名

称
不

詳
・

通
数

不
詳

）
②

横
浜

弁
護

⼠
会

か
ら

照
会

を
受

け
た

と
云

わ
れ

る
⽂

書
（

名
称

不
詳

）
6点

あ
る

と
⾔

う
原

議
⼀

式
。

 

平
成

 
28

.7.
12

 

⾮
開

⽰
 

平
成

 
28

.11
.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

書
 

審
査

請
求

に
係

る
処

分
を

取
り

消
し

、
請

求
通

り
開

⽰
を

す
る

こ
と

を
求

め
る

。（
審

査
請

求
⼈

の
請

求
⾏

為
及

び
内

容
は

、
実

施
機

関
が

述
べ

る
濫

⽤
⾏

為
に

該
当

し
な

い
。）

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
 

審
査

請
求

⼈
は

、
実

施
機

関
に

対
し

、
平

成
28

年
4⽉

8⽇
に

1通
（

請
求

⽂
書

件
数

31
件

）
及

び
同

年
4⽉

22
⽇

に
1通

（
請

求
⽂

書
件

数
28

件
）の

開
⽰

請
求

を
⾏

っ
た

。
上

記
2通

の
請

求
に

つ
い

て
は

⽂
書

を
特

定
し

6⽉
7⽇

に
⼀

部
開

⽰
決

定
を

⾏
い

（
請

求
⼈

が
6⽉

中
の

開
⽰

実
施

の
調

整
に

応
じ

ず
、

請
求

⼈
の

意
向

に
よ

り
）

7⽉
7⽇

に
開

⽰
を

実
施

し
た

。
こ

の
様

な
経

緯
が

あ
る

⼀
⽅

、
上

記
開

⽰
請

求
⽂

書
の

⼀
部

⼜
は

全
部

と
重

複
す

る
請

求
を

、
5⽉

6⽇
に

13
通

計
21

件
、

5
⽉

23
⽇

に
13

通
計

35
件

、
5⽉

25
⽇

に
12

通
計

84
件

、5
⽉

30
⽇

に
3通

計
43

件
、

6⽉
3⽇

に
1通

計
18

件
、

6⽉
7⽇

に
14

通
計

39
2件

⾏
っ

た
。さ

ら
に

同
年

6⽉
10

⽇
に

14
通

計
14

件
、6

⽉
20

⽇
に

21
通

23
件

、
7⽉

4⽇
に

6通
計

6件
の

開
⽰

請
求

を
⾏

っ
た

。（
5⽉

6
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⽇
か

ら
7⽉

4⽇
ま

で
の

請
求

は
、

全
97

通
、

63
6件

）
本

件
請

求
に

よ
り

、
実

施
機

関
の

事
務

処
理

量
は

膨
⼤

と
な

り
、

通
常

業
務

の
遂

⾏
を

停
滞

さ
せ

て
い

る
。

ま
た

審
査

請
求

⼈
は

、
⼀

連
の

開
⽰

請
求

に
か

か
る

⽂
書

特
定

の
補

正
に

応
ず

る
こ

と
が

な
く

、
実

施
機

関
へ

協
⼒

す
る

責
務

を
果

た
さ

ず
、

不
適

正
な

⾏
為

を
繰

り
返

し
た

。
以

上
の

こ
と

か
ら

、
審

査
請

求
⼈

が
開

⽰
請

求
を

⾏
う

⽬
的

が
⾏

政
⽂

書
の

閲
覧

や
写

し
の

交
付

で
は

な
い

こ
と

が
明

確
な

た
め

。
 

２
 

28
.5.

23
 

(2
) 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
そ

の
⼀

部
な

ど
と

懈
怠

の
為

に
誘

導
し

て
い

る
。請

求
書

に
は

詳
細

に
記

載
し

て
あ

る
。

其
の

⽂
書

に
基

づ
き

⽂
書

開
⽰

を
さ

れ
る

よ
う

指
摘

し
、

下
記

⽂
書

も
請

求
を

す
る

。
 

1．
実

施
機

関
が

建
建

道
第

29
29

号
平

成
24

年
2⽉

28
⽇

付
「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

０
丁

⽬
91

（
平

成
4年

度
）」

通
知

書
含

め
11

通
の

開
⽰

。
 

2．
1項

の
⽂

書
資

料
を

2週
間

の
間

に
取

り
換

え
て

隠
蔽

に
処

す
る

前
の

⽂
書

。
 

3．
建

建
道

第
27

65
号

平
成

24
年

2⽉
13

⽇
付

「
建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
０

丁
⽬

91
（

平
成

4年
度

）
⽂

書
原

議
⼀

式
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

③
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

同
上

 

３
 

28
.5.

23
 

(3
) 

④
平

成
22

年
度

建
建

度
第

19
47

号
 

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
条

例
、

市
⺠

の
知

る
権

利
の

尊
重

と
、

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
を

求
め

る
権

利
を

広
く

何
⼈

に
も

保
障

し
、情

報
公

開
28

.7.
12

 
⾮

開
⽰

 
28

.11
.2 

①
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

同
上
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の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

は
故

意
の

遅
延

は
謳

わ
れ

て
い

な
い

。
実

施
機

関
が

上
記

に
指

⽰
記

載
し

た
⽂

書
は

、
そ

の
⼀

部
な

ど
と

懈
怠

の
為

に
誘

導
し

て
い

る
。

請
求

書
に

は
詳

細
に

記
載

し
て

あ
る

。
其

の
⽂

⾔
に

基
づ

き
⽂

書
開

⽰
を

さ
れ

る
よ

う
指

摘
し

、下
記

⽂
書

も
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
82

6号
平

成
24

年
7⽉

6⽇
付

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）（

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3

号
）（

通
知

書
含

め
21

通
）

 

つ
い

て
」

 
②

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

、建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
等

 
同

上
 

４
 

28
.5.

23
 

(4
) 

㉚
平

成
26

年
度

建
建

道
第

10
10

号
 

実
施

機
関

が
上

記
に

指
⽰

記
載

し
た

⽂
書

は
、そ

の
⼀

部
な

ど
と

懈
怠

業
務

へ
と

誘
導

し
て

い
る

。
請

求
書

に
は

詳
細

に
記

載
し

て
あ

る
、

其
の

⽂
⾔

に
基

づ
き

⽂
書

開
⽰

を
さ

れ
る

よ
う

指
摘

し
、下

記
⽂

書
も

請
求

を
す

る
。

 
①

『
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

〇
丁

⽬
）

91
』

は
偽

造
⽂

書
と

指
摘

さ
れ

、
実

施
機

関
は

資
料

18
通

を
全

部
取

り
換

え
と

付
け

替
え

て
隠

蔽
さ

れ
た

⽂
書

。
及

び
、

隠
蔽

す
る

前
の

『
平

成
4年

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
〇

丁
⽬

）
91

』
⽂

書
原

議
⼀

式
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

請
求

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

開
⽰

請
求

に
対

す
る

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
、

⾮
開

⽰
決

定
通

知
書

 
同

上
 

５
 

28
.5.

23
 

(5
) 

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

 
実

施
機

関
が

上
記

に
指

⽰
記

載
し

た
⽂

書
。の

他
に

下
記

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
19

47
号

平
成

22
年

11
⽉

2⽇
付

「
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
）

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
の

資
料

を
差

し
替

え
隠

蔽
し

た
⽂

書
原

議
⼀

式
。

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
、⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
広

く
何

⼈
に

も
保

障
し

、情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
は

故
意

に
遅

ら
せ

た
上

で
開

⽰
と

は
謳

っ
て

い
な

い
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2  

①
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
②

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
同

上
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基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
等

 

６
 

28
.5.

23
 

(6
) 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
実

施
機

関
が

上
記

に
指

⽰
記

載
し

た
⽂

書
は

同
類

名
称

や
そ

の
⼀

部
な

ど
と

実
施

機
関

に
利

便
な

⽂
書

に
誘

導
し

て
い

る
。請

求
書

に
詳

細
に

記
載

さ
れ

て
い

る
⽂

⾔
に

基
づ

い
た

⽂
書

を
開

⽰
さ

る
よ

う
願

い
ま

す
。

 
①

平
成

4年
に

元
特

定
課

課
⻑

Ａ
殿

が
建

築
課

係
⻑

時
の

失
態

を
、後

任
係

⻑
（

現
特

定
部

部
⻑

）
Ｂ

殿
の

謝
罪

⽂
書

（
名

不
詳

）
写

し
の

交
付

 
②

横
浜

弁
護

⼠
会

の
依

頼
で

回
答

し
た

と
⾔

う
⽂

書
⼀

式
の

閲
覧

後
希

望
に

よ
り

写
し

の
交

付
。

 

    28
.7.

12
 

   ⾮
開

⽰
 

 

    28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

か
か

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
弁

護
⼠

へ
の

回
答

 
同

上
 

７
 

28
.5.

23
 

(7
) 

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
 

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

 
㉜

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
 

実
施

機
関

が
上

記
に

指
⽰

記
載

し
た

⽂
書

は
同

類
名

称
や

そ
の

⼀
部

な
ど

と
実

施
機

関
に

利
便

な
⽂

書
に

誘
導

し
て

い
る

。請
求

書
に

詳
細

に
記

載
さ

れ
て

い
る

⽂
⾔

に
基

づ
い

た
⽂

書
を

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
願

い
ま

す
。

①
平

成
4年

に
元

特
定

課
課

⻑
Ａ

殿
が

建
築

課
係

⻑
時

の
失

態
を

、後
任

係
⻑

（
現

特
定

部
部

⻑
）

Ｂ
殿

の
謝

罪
⽂

書
（

名
不

詳
）。

写
し

の
交

付
 

②
横

浜
弁

護
⼠

会
の

依
頼

で
回

答
し

た
と

⾔
う

⽂
書

⼀
式

の
閲

覧
後

希
望

に
よ

り
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号「
平

成
23

年
12

⽉
6⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

②
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

 
③

平
成

22
年

度
建

建
道

第
16

77
号「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

係
る

照
会

書
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
市

⺠
か

ら
の

照
会

に
対

す
る

回
答

の
伺

 
②

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

 
③

弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

同
上

 

８
 

28
.5.

23
 

(8
) 

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

 
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
 

実
施

機
関

が
上

記
に

指
⽰

記
載

し
た

⽂
書

は
同

類
名

称
や

そ
の

⼀
部

な
ど

と
実

施
機

関
に

利
便

な
⽂

書
に

誘
導

し
て

い
る

。請
求

書
に

詳
細

に
記

載
さ

れ
て

い
る

⽂
⾔

に
基

づ
い

た
⽂

書
を

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
願

い
ま

す
。

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

 
②

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
 

③
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

「
不

法
⾏

為
等

に
よ

る
慰

謝
料

請
求

事
件

に
か

か
る

照
会

書
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

同
上

 

－ 19 －



 

①
平

成
4年

に
元

特
定

課
課

⻑
Ａ

殿
が

建
築

課
係

⻑
時

の
失

態
を

、後
任

係
⻑

（
現

特
定

部
部

⻑
）

Ｂ
殿

の
謝

罪
⽂

書
（

名
不

詳
）

写
し

の
交

付
 

②
横

浜
弁

護
⼠

会
の

依
頼

で
回

答
し

た
と

⾔
う

⽂
書

⼀
式

の
閲

覧
後

希
望

に
よ

り
写

し
の

交
付

。
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

同
上

 

９
 

28
.5.

23
 

(9
) 

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
 

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

 
実

施
機

関
が

上
記

に
指

⽰
記

載
し

た
⽂

書
は

同
類

名
称

や
そ

の
⼀

部
な

ど
と

実
施

機
関

に
利

便
な

⽂
書

に
誘

導
し

て
い

る
。請

求
書

に
詳

細
に

記
載

さ
れ

て
い

る
⽂

⾔
に

基
づ

い
た

⽂
書

を
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

願
い

ま
す

。
①

平
成

4年
に

元
特

定
課

課
⻑

Ａ
殿

が
建

築
課

係
⻑

時
の

失
態

を
、後

任
係

⻑
（

現
特

定
部

部
⻑

）
Ｂ

殿
の

謝
罪

⽂
書

（
名

不
詳

）。
写

し
の

交
付

 
②

横
浜

弁
護

⼠
会

の
依

頼
で

回
答

し
た

と
⾔

う
⽂

書
⼀

式
の

閲
覧

後
希

望
に

よ
り

写
し

の
交

付
。

 

   28
.7.

12
 

   ⾮
開

⽰
 

   28
.11

.2 

①
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号「
平

成
23

年
12

⽉
6⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

②
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

 
③

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

か
か

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
市

⺠
か

ら
の

照
会

に
対

す
る

回
答

の
伺

 
②

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

 
③

弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

同
上

 

10
  

28
.5.

23
 

(1
0)

 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
実

施
機

関
が

上
記

に
指

⽰
記

載
し

た
⽂

書
は

同
類

名
称

や
そ

の
⼀

部
な

ど
と

実
施

機
関

に
利

便
な

⽂
書

に
誘

導
し

て
い

る
。請

求
書

に
詳

細
に

記
載

さ
れ

て
い

る
⽂

⾔
に

基
づ

い
た

⽂
書

を
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

願
い

ま
す

。
①

平
成

4年
に

元
特

定
課

課
⻑

Ａ
殿

が
建

築
課

係
⻑

時
の

失
態

を
、後

任
係

⻑
（

現
特

定
部

部
⻑

）
Ｂ

殿
の

謝
罪

⽂
書

（
名

不
詳

）
写

し
の

交
付

 
②

横
浜

弁
護

⼠
会

の
依

頼
で

回
答

し
た

と
⾔

う
⽂

書
⼀

式
の

閲
覧

後
希

望
に

よ
り

写
し

の
交

付
。「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

市
⺠

の
知

る
権

利
の

尊
重

と
、・

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
を

求
め

る
権

利
を

広
く

何
⼈

に
も

保
障

し
・

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
の

通
り

反
故

や
不

開
⽰

等
の

無
い

よ
う

な
実

践
を

願
う

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

か
か

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
弁

護
⼠

へ
の

回
答

 
同

上
 

－ 20 －



 11
 

28
.5.

23
 

(1
1)

 

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
 

実
施

機
関

が
上

記
に

指
⽰

記
載

し
た

⽂
書

は
同

類
名

称
や

そ
の

⼀
部

な
ど

と
実

施
機

関
に

利
便

な
⽂

書
に

誘
導

し
て

い
る

。請
求

書
に

詳
細

に
記

載
さ

れ
て

い
る

⽂
⾔

に
基

づ
い

た
⽂

書
を

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
願

い
ま

す
。

①
平

成
4年

に
元

特
定

課
課

⻑
Ａ

殿
が

建
築

課
係

⻑
時

の
失

態
を

、後
任

係
⻑

（
現

特
定

部
部

⻑
）

Ｂ
殿

の
謝

罪
⽂

書
（

名
不

詳
）。

写
し

の
交

付
 

②
横

浜
弁

護
⼠

会
の

依
頼

で
回

答
し

た
と

⾔
う

⽂
書

⼀
式

の
閲

覧
後

希
望

に
よ

り
写

し
の

交
付

。
 

 

    28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

    28
.11

.2 

①
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
②

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

か
か

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

同
上

 

12
 

28
.5.

23
 

(1
2)

 

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
 

実
施

機
関

が
上

記
に

指
⽰

記
載

し
た

⽂
書

は
同

類
名

称
や

そ
の

⼀
部

な
ど

と
実

施
機

関
に

利
便

な
⽂

書
に

誘
導

し
て

い
る

。請
求

書
に

詳
細

に
記

載
さ

れ
て

い
る

⽂
⾔

に
基

づ
い

た
⽂

書
を

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
願

い
ま

す
。

①
平

成
4年

に
元

特
定

課
課

⻑
Ａ

殿
が

建
築

課
係

⻑
時

の
失

態
を

、後
任

係
⻑

（
現

特
定

部
部

⻑
）

Ｂ
殿

の
謝

罪
⽂

書
（

名
不

詳
）。

写
し

の
交

付
 

②
横

浜
弁

護
⼠

会
の

依
頼

で
回

答
し

た
と

⾔
う

⽂
書

⼀
式

の
閲

覧
後

希
望

に
よ

り
写

し
の

交
付

。「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

（
平

成
12

年
2⽉

横
浜

市
条

例
第

1号
。）

を
制

定
し

、
市

⺠
の

知
る

権
利

の
尊

重
と

、・
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
広

く
何

⼈
に

も
保

障
し

・
情

報
公

開
の

総
合

的
な

推
進

を
図

っ
て

い
ま

す
。」

の
通

り
反

故
や

不
開

⽰
等

の
無

い
よ

う
な

実
践

を
願

う
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
②

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

か
か

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
弁

護
⼠

へ
の

回
答

 
同

上
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28
.5.

23
 

(1
3)

 

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
 

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
 

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
 

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

 
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7号
 

実
施

機
関

が
上

記
に

指
⽰

記
載

し
た

⽂
書

は
同

類
名

称
や

そ
の

⼀
部

な

      

      

      

①
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
②

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

同
上

 

－ 21 －



 

ど
と

実
施

機
関

に
利

便
な

⽂
書

に
誘

導
し

て
い

る
。請

求
書

に
詳

細
に

記
載

さ
れ

て
い

る
⽂

⾔
に

基
づ

い
た

⽂
書

を
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

願
い

ま
す

。
①

平
成

4年
に

元
特

定
課

課
⻑

Ａ
殿

が
建

築
課

係
⻑

時
の

失
態

を
、後

任
係

⻑
（

現
特

定
部

部
⻑

）
Ｂ

殿
の

謝
罪

⽂
書

（
名

不
詳

）。
写

し
の

交
付

 
②

横
浜

弁
護

⼠
会

の
依

頼
で

回
答

し
た

と
⾔

う
⽂

書
⼀

式
の

閲
覧

後
希

望
に

よ
り

写
し

の
交

付
。「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

市
⺠

の
知

る
権

利
の

尊
重

と
、・

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
を

求
め

る
権

利
を

広
く

何
⼈

に
も

保
障

し
・

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
の

実
践

を
願

う
。

 

 28
.7.

12
 

 ⾮
開

⽰
 

 28
.11

.2  
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
③

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

④
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑤

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑥
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

「
不

法
⾏

為
等

に
よ

る
慰

謝
料

請
求

事
件

に
か

か
る

照
会

書
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

、建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

④
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

等
 

⑤
開

⽰
請

求
に

か
か

る
決

定
等

の
伺

 
⑥

弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

同
上
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28
.6.

7 
(1

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

   

   

   

①
 道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

 平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
同

上
 

－ 22 －



 

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
29

5号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
度

建
建

道
第

16
77

号
 

 28
.7.

12
 

 ⾮
開

⽰
 

 28
.11

.2  
に

つ
い

て
」（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）

の
う

ち
紙

添
付

資
料

 
③

 平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
④

 平
成

22
年

度
建

建
道

第
19

47
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑤

 平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑥

 平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑦

 平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑧
 平

成
26

年
度

建
建

道
第

93
7号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑨

 平
成

24
年

度
建

建
道

第
33

8号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に

－ 23 －



 

つ
い

て
」

 
⑩

 平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

「
平

成
23

年
12

⽉
6⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

⑪
 平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
7号

「
横

浜
市

個
⼈

情
報

の
保

護
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」 
⑫

 開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3⽉
9

⽇
）

 
⑬

 平
成

26
年

度
建

建
道

第
16

16
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

開
⽰

決
定

期
間

の
延

⻑
に

つ
い

て
」

 
⑭

 平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

請
求

に
つ

い
て

（
平

成
27

年
3⽉

9⽇
請

求
分

）」
 

⑮
 平

成
23

年
度

建
建

道
第

19
12

号
「

平
成

23
年

10
⽉

25
⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

⑯
 平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

「
市

⺠
か

ら
の

問
合

せ
に

対
す

る
回

答
に

つ
い

て
」

 
⑰

 平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

書
 

⑱
 平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

－ 24 －



 

件
に

係
る

照
会

に
つ

い
て

（
照

会
）」

 
⑲

 平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

「
平

成
26

年
9⽉

15
⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

⑳
 道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

 
㉑

 道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

26
 

㉒
 開

⽰
請

求
書

（
平

成
2年

6⽉
26

⽇
）

 
㉓

 道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
 

㉔
 道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

 
㉕

 道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
 

㉖
 平

成
26

年
度

建
建

道
第

10
10

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

請
求

に
つ

い
て

」
 

㉗
 平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

「
市

⺠
か

ら
問

い
合

わ
せ

に
対

す
る

回
答

に
つ

い
て

」
 

㉘
 平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号「

不
法

⾏
為

等
に

よ
る

慰
謝

料
請

求
事

件
に

か
か

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
 建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

同
上

 
④

同
上

 
⑤

同
上

 
⑥

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

、建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

同
上

 

－ 25 －



 

⑦
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

等
 

⑧
 開

⽰
請

求
に

対
す

る
決

定
等

の
伺

 
⑨

 弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

、
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑩

 市
⺠

か
ら

の
照

会
に

対
す

る
回

答
の

伺
 

⑪
 個

⼈
情

報
本

⼈
開

⽰
請

求
に

対
す

る
開

⽰
決

定
⽂

書
 

⑫
 開

⽰
請

求
書

 
⑬

 開
⽰

決
定

等
期

間
延

⻑
通

知
書

 
⑭

 開
⽰

請
求

に
対

す
る

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
、

⾮
開

⽰
決

定
通

知
書

 
⑮

 市
⺠

か
ら

の
照

会
に

対
す

る
回

答
 

⑯
 市

⺠
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
す

る
回

答
 

⑰
 弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
 

⑱
 弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
に

関
し

て
、

⼟
⽊

事
務

所
と

税
務

課
へ

照
会

し
た

⽂
書

 
⑲

 市
⺠

か
ら

の
要

望
に

対
す

る
回

答
 

⑳
 建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
㉑

同
上

 
㉒

 開
⽰

請
求

書
 

㉓
 建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
㉔

同
上

 
㉕

同
上

 
㉖

 開
⽰

請
求

に
対

す
る

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
、

⾮
開

⽰
決

定
通

知
書

 

－ 26 －



 

㉗
 市

⺠
か

ら
の

要
望

に
対

す
る

回
答

 
㉘

 弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

15
 

28
.6.

7 
(2

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
29

6号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
度

建
建

道
第

16
77

号
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 27 －
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28
.6.

7 
(3

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
29

7号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2  

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 28 －
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28
.6.

7 
(4

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

建
建

道
第

29
8号

平
成

28
年

6⽉
2⽇

付
け

開
⽰

請
求

書
の

補
正

に
つ

い
て

（
依

頼
）

の
参

考
と

記
載

表
⽰

し
名

称
と

共
に

、
⽂

書
番

号
等

⼀
覧

と
記

載
の

別
添

全
⽂

書
と

捏
造

と
指

摘
さ

れ
⼀

表
か

ら
隠

蔽
さ

れ
た

②
平

成
4年

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
０

丁
⽬

）
91

）
別

添
全

⽂
書

閲
覧

後
、

必
要

に
よ

り
写

し
を

希
望

す
る

。
 

（
別

紙
）

 
①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

③
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
④

平
成

22
年

度
建

建
道

第
19

47
号

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
⑥

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

⑧
平

成
26

年
度

建
建

道
第

93
7

号
⑨

平
成

24
年

度
建

建
道

第
33

8号
⑩

平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

⑭
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
7号

⑮
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
3

⽉
9⽇

）
⑯

平
成

26
年

度
建

建
道

第
16

16
号

⑰
平

成
27

年
度

建
建

道
第

11
4号

⑱
平

成
23

年
度

建
建

道
第

19
12

号
⑲

平
成

27
年

度
建

建
道

第
33

7号
⑳

平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

書
㉑

平
成

22
年

度
建

建
道

第
15

69
号

㉒
平

成
26

年
建

建
道

第
86

2号
㉓

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

44
㉔

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

26
㉕

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

6⽉
26

⽇
）

㉖
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
90

㉗
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

㉘
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
25

㉚
平

成
26

年
度

建
建

道
第

10
10

号
㉛

平
成

27
年

度
建

建
道

第
66

号
㉜

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 29 －
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28
.6.

7 
(5

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

建
建

道
第

30
7号

平
成

28
年

6⽉
2⽇

付
け

開
⽰

請
求

書
の

補
正

に
つ

い
て

（
依

頼
）

の
参

考
と

記
載

表
⽰

し
名

称
と

共
に

、
⽂

書
番

号
等

⼀
覧

と
記

載
の

別
添

全
⽂

書
と

捏
造

と
指

摘
さ

れ
⼀

表
か

ら
隠

蔽
さ

れ
た

②
平

成
4年

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
０

丁
⽬

）
91

）
別

添
全

⽂
書

閲
覧

後
、

必
要

に
よ

り
写

し
を

希
望

す
る

。
 

（
別

紙
）

 
①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

③
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
④

平
成

22
年

度
建

建
道

第
19

47
号

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
⑥

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

⑧
平

成
26

年
度

建
建

道
第

93
7

号
⑨

平
成

24
年

度
建

建
道

第
33

8号
⑩

平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

⑭
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
7号

⑮
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
3

⽉
9⽇

）
⑯

平
成

26
年

度
建

建
道

第
16

16
号

⑰
平

成
27

年
度

建
建

道
第

11
4号

⑱
平

成
23

年
度

建
建

道
第

19
12

号
⑲

平
成

27
年

度
建

建
道

第
33

7号
⑳

平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

書
㉑

平
成

22
年

度
建

建
道

第
15

69
号

㉒
平

成
26

年
建

建
道

第
86

2号
㉓

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

44
㉔

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

26
㉕

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

6⽉
26

⽇
）

㉖
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
90

㉗
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

㉘
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
25

㉚
平

成
26

年
度

建
建

道
第

10
10

号
㉛

平
成

27
年

度
建

建
道

第
66

号
㉜

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 30 －
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28
.6.

7 
(6

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
29

9号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2  

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.6.

7 
(7

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
30

0号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.6.

7 
(8

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
30

1号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2  

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.6.

7 
(9

) 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

①
建

建
道

第
30

2号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 34 －
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28
.6.

7 
(1

0)
 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

②
建

建
道

第
30

3号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.6.

7 
(1

1)
 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

②
建

建
道

第
30

4号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.6.

7 
(1

2)
 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

②
建

建
道

第
30

5号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
③

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

④
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
⑧

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7
号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3
⽉

9⽇
）

⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
⑱

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

⑲
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.6.

7 
(1

3)
 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

建
建

道
第

30
6号

平
成

28
年

6⽉
2⽇

付
け

開
⽰

請
求

書
の

補
正

に
つ

い
て

（
依

頼
）

の
参

考
と

記
載

表
⽰

し
名

称
と

共
に

、
⽂

書
番

号
等

⼀
覧

と
記

載
の

別
添

全
⽂

書
と

捏
造

と
指

摘
さ

れ
⼀

表
か

ら
隠

蔽
さ

れ
た

②
平

成
4年

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
０

丁
⽬

）
91

）
別

添
全

⽂
書

閲
覧

後
、

必
要

に
よ

り
写

し
を

希
望

す
る

。
 

（
別

紙
）

 
①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

③
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
④

平
成

22
年

度
建

建
道

第
19

47
号

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
⑥

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

⑧
平

成
26

年
度

建
建

道
第

93
7

号
⑨

平
成

24
年

度
建

建
道

第
33

8号
⑩

平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

⑭
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
7号

⑮
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
3

⽉
9⽇

）
⑯

平
成

26
年

度
建

建
道

第
16

16
号

⑰
平

成
27

年
度

建
建

道
第

11
4号

⑱
平

成
23

年
度

建
建

道
第

19
12

号
⑲

平
成

27
年

度
建

建
道

第
33

7号
⑳

平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

書
㉑

平
成

22
年

度
建

建
道

第
15

69
号

㉒
平

成
26

年
建

建
道

第
86

2号
㉓

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

44
㉔

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

26
㉕

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

6⽉
26

⽇
）

㉖
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
90

㉗
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

㉘
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
25

㉚
平

成
26

年
度

建
建

道
第

10
10

号
㉛

平
成

27
年

度
建

建
道

第
66

号
㉜

平
成

22
年

建
建

道
第

16
77

号
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

同
上

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

27
 

28
.6.

7 
(1

4)
 

開
⽰

請
求

を
反

故
、

不
開

⽰
、

⾮
開

⽰
で

は
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
、

･･
･⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

を
求

め
る

権
利

を
保

障
し

情
報

公
開

の
総

合
的

な
推

進
を

図
っ

て
い

ま
す

。」
に

基
づ

き
、

下
記

   

   

   
同

上
 

同
上

 

－ 38 －



 

別
紙

の
通

り
開

⽰
請

求
を

す
る

。
 

②
建

建
道

第
31

1号
平

成
28

年
6⽉

2⽇
付

け
開

⽰
請

求
書

の
補

正
に

つ
い

て
（

依
頼

）
の

参
考

と
記

載
表

⽰
し

名
称

と
共

に
、

⽂
書

番
号

等
⼀

覧
と

記
載

の
別

添
全

⽂
書

と
捏

造
と

指
摘

さ
れ

⼀
表

か
ら

隠
蔽

さ
れ

た
②

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

０
丁

⽬
）

91
）

別
添

全
⽂

書
閲

覧
後

、
必

要
に

よ
り

写
し

を
希

望
す

る
。

 
（

別
紙

）
 

①
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

③
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
④

平
成

22
年

度
建

建
道

第
19

47
号

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
⑥

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

⑧
平

成
26

年
度

建
建

道
第

93
7号

⑨
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
⑭

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
⑮

開
⽰

請
求

書（
平

成
27

年
3⽉

9
⽇

）⑯
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
⑰

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4
号

⑱
平

成
23

年
度

建
建

道
第

19
12

号
⑲

平
成

27
年

度
建

建
道

第
33

7
号

⑳
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

㉑
平

成
22

年
度

建
建

道
第

15
69

号
㉒

平
成

26
年

建
建

道
第

86
2号

㉓
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
44

㉔
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

㉕
開

⽰
請

求
書（

平
成

27
年

6
⽉

26
⽇

）
㉖

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
㉗

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
㉘

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

25
㉚

平
成

26
年

度
建

建
道

第
10

10
号

㉛
平

成
27

年
度

建
建

道
第

66
号

㉜
平

成
22

年
建

建
道

第
16

77
号

 

     28
.7.

12
 

 ⾮
開

⽰
 

    

     28
.11

.2 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

28
 

28
.6.

10
 

(1
) 

平
成

22
年

10
⽉

19
⽇

開
⽰

請
求

し
た

「
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
建

建
道

第
19

47
号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

平
成

22
年

11
⽉

22
⽇

付
で

開
⽰

さ
れ

た
原

議
⼀

式
。

開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

－ 39 －



 29
 

28
.6.

10
 

(2
) 

平
成

22
年

6⽉
25

⽇
付

開
⽰

請
求

し
た「

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）（
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
）

.」
建

建
道

第
82

6号
平

成
22

年
7⽉

6⽇
付

で
開

⽰
さ

れ
た

原
議

⼀
式

。⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

6号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

30
 

28
.6.

10
 

(3
) 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
付

開
⽰

請
求

し
た

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）
建

建
道

第
27

65
号

平
成

24
年

2⽉
13

⽇
開

⽰
さ

れ
た

原
議

⼀
式

の
う

ち
、

建
築

道
路

課
が

⼀
部

開
⽰

さ
れ

た
部

位
及

び
部

分
の

⽂
書

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

31
 

28
.6.

10
 

(4
) 

平
成

24
年

2⽉
14

⽇
開

⽰
請

求
し

た
。建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

（
平

成
4年

度
）

建
建

道
第

29
29

号
平

成
24

年
2⽉

28
⽇

付
で

開
⽰

さ
れ

た
原

議
⼀

式
の

う
ち

、
建

築
道

路
課

が
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

部
位

及
び

部
分

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

32
 

28
.6.

10
 

(5
) 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

「
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

･･
･こ

れ
ま

で
⼀

貫
し

て
･･

･隠
蔽

の
事

実
も

あ
り

ま
せ

ん
。」

と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
上

述
の

（
⼄

3）
隠

蔽
さ

れ
て

い
る

。
隠

蔽
⽂

書
10

通
の

原
議

⼀
式

を
開

⽰
請

求
す

る
。開

⽰
決

定
通

知
書

に
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

33
 

28
.6.

10
 

(6
) 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

「
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

は
偽

造
が

明
ら

か
で

あ
る

が
、偽

造
で

は
無

い
と

⾔
う

年
⽉

⽇
等

指
摘

事
項

が
記

⼊
さ

れ
た

該
当

⽂
書

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。開
⽰

決
定

通
知

書

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
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に
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

34
 

28
.6.

10
 

(7
)  

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

「
2項

道
路

と
と

し
て

確
認

を
受

け
て

い
る

と
記

載
し

た
公

道
と

は
、何

処
か

ら
ど

こ
ま

で
か

を
明

⽰
し

た
⽂

書
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。開

⽰
決

定
通

知
書

に
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

35
 

28
.6.

10
 

(8
) 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

「
旭

区
⽩

根
特

定
番

地
南

側
に

存
在

す
る

公
道

･･
」と

⾔
わ

れ
る

部
位

を
明

⽰
し

た
⽂

書
の

開
⽰

を
請

求
す

る
。

開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

36
 

28
.6.

10
 

(9
) 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

『
当

該
部

分
は

通
⾏

可
能

な
た

め
⽣

活
道

路
と

し
て

使
⽤

さ
れ

て
い

る
。』

記
載

が
あ

る
。

当
該

部
分

と
は

何
処

か
を

明
⽰

し
た

⽂
書

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

37
 

28
.6.

10
 

(1
0)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。
⽂

中
の

「
再

調
査

の
結

果
…

」
と

あ
る

⽂
書

原
議

⼀
式

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

38
 

28
.6.

10
 

(1
1)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。⽂
中

の
平

成
25

年
3⽉

27
⽇

第
1回

弁
論

準
備

で
証

拠
書

類
（

⼄
3）

と
し

て
提

出
し

た
と

⾔
う

（
⼄

3）
⽂

書
原

議
⼀

式
。開

⽰
決

定
通

知
書

に
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
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28
.6.

10
 

(1
2)

 

平
成

26
年

12
⽉

13
⽇

付
請

求
者

の
⽂

書
に

対
し

、
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

か
ら

返
事

を
頂

い
た

。⽂
中

の
平

成
25

年
3⽉

27
⽇

第
1回

弁
論

準
備

で
証

拠
書

類
（

⼄
3）

と
し

て
提

出
し

た
と

⾔
う

（
⼄

3）
⽂

書
原

議
⼀

式
。開

⽰
決

定
通

知
書

に
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
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28
.6.

10
 

(1
3)

 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
開

⽰
請

求
し

た
建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

（
平

成
4年

度
）

建
建

道
第

27
65

号
平

成
24

年
2⽉

13
⽇

付
開

⽰
請

求
さ

れ
た

原
議

⼀
式

の
う

ち
、

情
報

相
談

課
が

⼀
部

開
⽰

に
協

⼒
さ

れ
た

部
位

及
び

部
分

の
⽂

書
の

開
⽰

請
求

を
す

る
。

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
に

標
題

の
通

数
を

算
出

記
載

し
た

上
で

、写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」の

う
ち

の
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

41
 

28
.6.

10
 

(1
4)

 

平
成

24
年

2⽉
14

⽇
開

⽰
請

求
し

た
建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

（
平

成
4年

度
）

建
建

道
第

29
29

号
平

成
24

年
2⽉

28
⽇

付
で

開
⽰

さ
れ

た
原

議
⼀

式
の

う
ち

、
情

報
相

談
課

が
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

部
位

及
び

部
分

の
⽂

書
の

開
⽰

請
求

を
す

る
。⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

に
標

題
の

通
数

を
算

出
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」の

う
ち

の
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
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28
.7.

4 
(1

) 

平
成

24
年

1⽉
30

⽇
付

の
開

⽰
請

求
書

記
載

⽂
書「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
（

平
成

4年
度

）」
（

建
建

道
第

27
65

号
）

は
、

平
成

24
年

2⽉
14

⽇
に

、
建

築
道

路
課

が
開

⽰
さ

れ
た

が
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
し

、
建

築
局

関
係

課
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

建
築

情
報

相
談

課
と

建
築

道
路

課
の

合
作

に
て

⼀
部

開
⽰

さ
れ

た
こ

と
が

判
明

し
た

。「
建

築
道

路
課

が
⼀

部
開

⽰
に

資
し

た
⽂

書
資

料
の

原
議

⼀
式

」
の

開
⽰

請
求

を
す

る
。

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
に

は
正

確
に

通
数

を
記

載
し

た
上

で
、

写
し

の
交

付
。

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

の
う

ち
紙

添
付

資
料

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
同

上
 

同
上
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 43
 

28
.7.

4 
(2

) 

平
成

24
年

2⽉
14

⽇
に

建
築

道
路

課
が

開
⽰

さ
れ

た
道

路
審

議
票

は
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
し

た
。建

築
情

報
相

談
課

と
建

築
道

路
課

の
合

作
に

て
⼀

部
開

⽰
さ

れ
た

こ
と

が
判

明
し

た
。「

建
築

情
報

相
談

課
が

⼀
部

開
⽰

に
資

し
た

⽂
書

資
料

の
原

議
⼀

式
」

の
開

⽰
請

求
を

す
る

。
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

に
は

正
確

に
通

数
を

記
載

し
た

上
で

、
写

し
の

交
付

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
の

う
ち

紙
添

付
資

料
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
同

上
 

同
上
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28
.7.

4 
(3

) 

（
建

建
道

第
11

09
号

）
平

成
26

年
11

⽉
20

⽇
Ａ

横
浜

市
建

築
局

特
定

部
部

⻑
殿

は
返

書
で

、
偽

造
し

資
料

も
隠

蔽
し

た
⼄

3⽂
書

が
、

裁
判

で
認

定
さ

れ
た

と
⾔

う
が

、
平

成
26

年
11

⽉
12

⽇
市

⺠
情

報
室

で
、

こ
れ

が
平

成
4年

に
作

成
し

た
道

路
審

議
票

「
原

議
」

だ
と

⾔
っ

て
開

⽰
さ

れ
た

が
、

裁
判

で
認

定
さ

れ
る

必
要

は
な

い
。

⽭
盾

し
て

い
る

。
①

認
定

さ
れ

て
い

な
い

⽂
書

と
資

料
双

⽅
の

原
議

⼀
式

の
開

⽰
を

求
め

る
。

 
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
の

う
ち

紙
添

付
資

料
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
同

上
 

同
上
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28
.7.

4 
(4

) 

Ａ
殿

は
新

築
時

、係
⻑

と
し

て
現

場
で

建
築

申
請

書
を

確
認

し
て

い
る

が
（

建
建

道
第

11
09

号
）

平
成

26
年

11
⽉

20
⽇

付
横

浜
市

建
築

局
特

定
部

部
⻑

Ａ
殿

の
返

書
は

、「
横

浜
地

裁
平

成
24

年
（

ワ
）

第
46

28
号

慰
謝

料
等

損
害

賠
償

請
求

事
件

の
平

成
25

年
3⽉

27
⽇

第
1回

弁
論

準
備

で
証

拠
書

類
（

⼄
3号

証
）

は
作

成
年

⽉
⽇

が
無

く
偽

造
さ

れ
た

が
、

⼄
3に

偽
造

す
る

前
の

⽂
書

の
原

議
⼀

式
の

開
⽰

を
求

め
る

。
 

 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
の

う
ち

紙
添

付
資

料
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
同

上
 

同
上
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28
.7.

4 
(5

) 

（
建

建
道

第
11

09
号

）
平

成
26

年
11

⽉
20

⽇
Ａ

建
築

局
特

定
部

部
⻑

殿
か

ら
の

返
書

に
「

横
浜

地
裁

平
成

24
年

（
ワ

）
第

46
28

号
慰

謝
料

等
損

害
賠

償
請

求
事

件
の

平
成

25
年

3⽉
27

⽇
第

1回
弁

論
準

備
で

証
拠

書
類

（
⼄

3）
と

し
て

提
出

し
、

判
決

に
お

い
て

平
成

4年
に

作
成

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
が

認
定

さ
れ

て
い

る
と

あ
る

。（
⼄

3）
は

提
出

さ
れ

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

①
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
②

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
の

う
ち

紙
添

付
資

料
 

同
上
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た
の

は
A4

⼤
⽤

紙
2枚

、
A4

⼤
8通

の
偽

造
と

指
摘

し
た

資
料

を
隠

蔽
し

た
。「

⼄
3号

証
と

A4
⼤

8通
資

料
原

議
⼀

式
」

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
同

上
 

同
上
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28
.7.

4 
(6

) 

平
成

26
年

10
⽉

1⽇
付

け
建

建
道

第
86

2号
で

お
詫

び
申

し
上

げ
た

の
は

、
平

成
4年

に
作

成
し

た
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

の
偽

造
⾏

為
を

建
築

基
準

法
の

判
断

に
誤

り
が

あ
っ

た
と

⽂
⾔

で
「

お
詫

び
」

し
た

で
は

な
い

か
。

建
建

道
第

86
2号

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。
 

28
.7.

12
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.2 

平
成

26
年

度
建

建
道

第
86

2号
平

成
26

年
9⽉

15
⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
市

⺠
か

ら
の

要
望

に
対

す
る

回
答

 
同

上
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 別
表
１

−
３

 
 
答
申
第

1
5
2
8
号
に
係
る
「
開
示
請
求
に
係
る

行
政
文
書
の
名
称
又
は
内
容
」
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
請 求 №

 

開
⽰

請
求

⽇
 

開
⽰

請
求

書
中

の
「

開
⽰

請
求

に
係

る
⾏

政
⽂

書
の

名
称

⼜
は

内
容

」
欄

⼜
は

別
紙

の
記

載
 

決
定

通
知

⽇
 

決
定

内
容

 
諮

問
⽇

 
審

査
請

求
⽂

書
 

審
査

請
求

⼈
の

主
な

請
求

趣
旨

 

適
⽤

条
項

等
 

⽂
書

の
概

要
 

実
施

機
関

の
主

な
説

明
趣

旨
 

１
 

平
成

 
28

.5.
6 

(1
) 

1、
建

建
道

第
27

65
号

H2
4年

2⽉
13

⽇
付

、
建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
0丁

⽬
91

(平
成

4年
度

)⽂
書

(通
知

書
含

め
18

通
)原

議
⼀

式
 

2、
同

上
第

29
29

号
H2

4年
2⽉

28
⽇

付
同

上
⽂

書
(通

知
書

含
め

11
通

原
議

⼀
式

 
3、

建
建

道
第

19
47

号
H2

2 
年

11
⽉

2⽇
付

（
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
⽂

書
(通

知
書

含
め

43
通

原
議

⼀
式

 
4、

同
上

第
82

6号
H2

4年
7⽉

6⽇
付

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
」

⽂
書

(通
知

書
含

め
21

通
)原

議
⼀

式
 

5、
開

⽰
通

知
書

（
建

建
道

第
93

7号
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

、
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

54
5号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
別

紙
に

は
特

定
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

故
意

に
遅

延
さ

せ
た

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。
 

1 
建

建
道

第
27

65
号

（
平

成
24

年
2⽉

13
⽇

付
建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
0丁

⽬
91

(平
成

4年
度

)⽂
書

（
通

知
書

含
め

18
枚

）原
議

⼀
式

 
2 

建
建

道
第

29
29

号（
平

成
24

年
2

⽉
28

⽇
付

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

0丁
⽬

91
(平

成
4年

度
)⽂

書
（

通
知

書
含

め
11

枚
）

原
議

⼀
式

 
3 

建
建

道
第

19
47

号（
平

成
24

年
12

⽉
2⽇

付
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3
号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）

平
成

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

平
成

28
.11

.18
 

①
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

②
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

③
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

④
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑤

平
成

24
年

度
建

建
道

第
93

7号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

審
査

請
求

に
係

る
処

分
を

取
り

消
し

、
請

求
通

り
開

⽰
を

す
る

こ
と

を
求

め
る

。（
審

査
請

求
⼈

の
請

求
⾏

為
及

び
内

容
は

、
実

施
機

関
が

述
べ

る
濫

⽤
⾏

為
に

該
当

し
な

い
。）

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

、
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 

審
査

請
求

⼈
は

、
実

施
機

関
に

対
し

、
平

成
28

年
4⽉

8⽇
に

1通
（

請
求

⽂
書

件
数

31
件

）
及

び
同

年
4⽉

22
⽇

に
1通

（
請

求
⽂

書
件

数
28

件
）

の
開

⽰
請

求
を

⾏
っ

た
。
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⽂
書

（
通

知
書

含
め

43
枚

 原
議

⼀
式

 
4 

建
建

道
第

82
6号

（
平

成
24

年
7⽉

6⽇
付

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

⽂
書（

通
知

書
含

め
21

枚
原

議
⼀

式
 

5・
建

建
道

第
93

7号
開

⽰
通

知
書

の
請

求
⽂

書
未

開
⽰

の
督

促
請

求
で

あ
る

。
 

④
同

上
 

⑤
開

⽰
請

求
に

対
す

る
決

定
等

の
伺

 
記

2通
の

請
求

に
つ

い
て

は
⽂

書
を

特
定

し
6

⽉
7⽇

に
⼀

部
開

⽰
決

定
を

⾏
い

（
請

求
⼈

が
6⽉

中
の

開
⽰

実
施

の
調

整
に

応
じ

ず
、

請
求

⼈
の

意
向

に
よ

り
）7

⽉
7⽇

に
開

⽰
を

実
施

し
た

。
こ

の
様

な
経

緯
が

あ
る

⼀
⽅

、
上

記
開

⽰
請

求
⽂

書
の

⼀
部

⼜
は

全
部

と
重

複
す

る
請

求
を

、
5⽉

6⽇
に

13
通

計
21

件
、

5⽉
23

⽇
に

13
通

計
35

件
、

5⽉
25

⽇
に

12
通

計
84

件
、

5⽉
30

⽇
に

3通
計

43
件

、
6⽉

3⽇
に

1通
計

18
件

、
6⽉

7
⽇

に
14

通
計

39
2件

⾏
っ

た
。さ

ら
に

同
年

6⽉
10

⽇
に

14
通

計
14

件
、6

⽉
20

⽇
に

21
通

23
件

、7
⽉

4⽇
に

6通
計

6件
の

開
⽰

請
求

を
⾏

っ
た

。
こ

れ
ら

の
開

⽰
請

求
も

先
⾏

の
開

⽰
請

求
の

対
象

⽂
書

の
全

部
⼜

は
⼀

部
と

重
複

す
る

⽂
書

を
請

求
す

る
趣

旨
で

あ
る

と
推

測
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。

本
件

請
求

に
よ

り
、

実
施

機
関

の
事

務
処

理
量

は
膨

⼤
と

な
り

、
通

常
業

務
の

遂
⾏

を
停

滞
さ

せ
て

い
る

。
ま

た
審

査
請

求
⼈

は
、

⼀
連

の
開

⽰
請

求
に

か
か

る
⽂

書
特

定
の

補
正

に
応

ず
る

こ
と

が
な

く
、

実
施

機
関

へ
協

⼒
す

る
責

務
を

果
た

さ
ず

、
不

適
正

な
⾏

為
を

繰
り

返
し

た
。

以
上

の
こ

と
か

ら
、

審
査

請
求

⼈
が

開
⽰

請
求

を
⾏

う
⽬

的
が

⾏
政

⽂
書

の
閲

覧
や

写
し

の
交

付
で

は
な

い
こ

と
が

明
確

な
た

め
。
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 ２
 

28
.5.

6 
(2

) 

「
他

の
⽂

書
」を

下
地

に「
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬（
〇

丁
⽬

）
91

」
と

し
て

絵
図

を
貼

付
し

偽
造

す
る

前
の

「
他

の
⽂

書
」

の
原

議
⼀

式
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

書
は

、横
浜

市
⻑

に
条

例
通

り
開

⽰
が

出
来

る
よ

う
下

記
の

通
り

詳
細

に
記

載
し

た
。

横
浜

市
⻑

は
「

補
正

を
要

す
る

理
由

に
⾏

政
⽂

書
の

特
定

が
で

き
な

い
た

め
と

あ
る

。」
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

54
6号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
別

紙
に

は
特

定
し

記
載

さ
れ

て
い

る
。

横
浜

市
⻑

は
情

報
開

⽰
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

速
や

か
に

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
督

促
す

る
。

他
の

⽂
書

を
下

地
に

『
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

0丁
⽬

）
91

』
と

し
て

地
図

を
貼

付
し

、
裁

判
に

横
浜

市
⻑

が
証

拠
書

と
出

し
た

⽂
書

及
び

証
拠

書
と

し
て

偽
造

す
る

前
の

『
他

の
⽂

書
』

の
原

議
⼀

式
の

開
⽰

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

３
 

28
.5.

6 
(3

) 

『
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

〇
丁

⽬
）

91
』

は
偽

造
し

た
と

指
摘

さ
れ

資
料

を
巧

妙
に

加
記

載
し

た
時

点
の

原
議

⼀
式

。
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
54

7号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
は

特
定

し
記

載
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

故
意

に
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。『
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

0丁
⽬

）
91

』
は

偽
造

し
た

と
指

摘
さ

れ
資

料
を

巧
妙

に
加

記
載

し
た

（
平

成
24

年
2⽉

28
⽇

付
け

時
点

の
原

議
⼀

式
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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 ４
 

28
.5.

6 
(4

) 

建
建

道
第

19
47

号
平

成
22

年
11

⽉
2⽇

付
「

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
⽂

書
（

通
知

書
含

め
43

通
）

原
議

⼀
式

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

書
は

、横
浜

市
⻑

に
条

例
通

り
開

⽰
が

出
来

る
よ

う
下

記
の

通
り

詳
細

に
記

載
し

た
。

横
浜

市
⻑

は
「

補
正

を
要

す
る

理
由

に
⾏

政
⽂

書
の

特
定

が
で

き
な

い
た

め
と

あ
る

。」
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

54
8号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
別

紙
に

は
特

定
記

載
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

故
意

に
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。
建

建
道

第
19

47
号

平
成

22
年

11
⽉

2⽇
付

「
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）」

⽂
書

（
通

知
書

含
め

43
通

）
原

議
⼀

式
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

５
 

28
.5.

6 
(5

) 

建
建

道
第

10
10

号
（

H2
6.1

1.6
 付

）
の

閲
覧

。
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
54

9号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
は

特
定

記
載

さ
れ

て
い

る
。

横
浜

市
⻑

は
情

報
開

⽰
条

例
に

反
し

故
意

に
開

⽰
を

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

速
や

か
に

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
督

促
す

る
。

建
建

道
第

10
10

号
（

H2
6.1

1.6
付

）
の

閲
覧

。
は

、
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
を

希
望

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 平

成
26

年
度

建
建

道
第

10
10

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
請

求
に

つ
い

て
」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
開

⽰
請

求
に

対
す

る
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

、
⾮

開
⽰

決
定

通
知

書
 

同
上

 

６
 

28
.5.

6 
(6

) 

建
建

道
第

82
6号

平
成

24
年

7⽉
6⽇

付「
建

築
基

準
法

に
か

か
る

道
路

審
議

票
に

つ
い

て
（

旭
区

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
）（

平
成

21
年

度
ま

ち
建

道
第

65
3号

）」
⽂

書
（

通
知

書
含

め
21

通
）

原
議

⼀
式

 
【

補
正

後
】

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 

同
上
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平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
54

5号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
特

定
し

記
載

さ
れ

て
い

る
。

横
浜

市
⻑

は
情

報
開

⽰
条

例
に

反
し

故
意

に
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。
建

建
道

第
82

6号
平

成
24

年
7⽉

6⽇
付「

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）（
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
）」

⽂
書

（
通

知
書

含
め

21
通

）
原

議
⼀

式
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

希
望

。
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
等

 
同

上
 

７
 

28
.5.

6 
(7

) 

『
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

〇
丁

⽬
）

91
』

は
偽

造
⽂

書
だ

と
指

摘
さ

れ
、

資
料

18
通

を
全

部
付

け
替

え
る

前
の

原
議

⼀
式

。 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

書
は

、横
浜

市
⻑

に
条

例
通

り
開

⽰
が

出
来

る
よ

う
下

記
の

通
り

詳
細

に
記

載
し

た
。

横
浜

市
⻑

は
「

補
正

を
要

す
る

理
由

に
⾏

政
⽂

書
の

特
定

が
で

き
な

い
た

め
と

あ
る

。」
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

55
1号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
の

別
紙

欄
に

は
既

に
特

定
し

記
載

さ
れ

て
い

る
。

横
浜

市
⻑

は
情

報
開

⽰
条

例
に

反
し

故
意

に
開

⽰
を

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

速
や

か
に

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
督

促
す

る
。『

平
成

4年
度

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
0丁

⽬
）

91
』は

偽
造

し
た

と
指

摘
さ

れ
、資

料
18

通
を

全
部

付
け

替
え

る
前

の
原

議
⼀

式
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

８
 

28
.5.

6 
(8

) 

1．
建

建
道

第
23

34
号

平
成

23
年

12
⽉

16
⽇

付
）

⽂
書

。
 

2．
⽂

中
の

「
弁

護
⼠

法
第

23
条

の
2第

2項
に

よ
る

照
会

が
あ

っ
た

た
め

、
回

答
を

⾏
い

ま
し

た
」

と
あ

る
。（

1）
照

会
⽂

（
2）

弁
護

⼠
法

23
の

2の
第

2項
⽂

書
（

3）
回

答
⽂

書
。

等
の

原
議

⼀
式

。
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

「
平

成
23

年
12

⽉
6⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

②
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

 
③

平
成

22
年

度
建

建
道

第
16

77
号

同
上
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が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
55

2号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
特

定
し

記
載

さ
れ

て
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

横
浜

市
⻑

は
情

報
開

⽰
条

例
に

反
し

開
⽰

を
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。
1.建

建
道

第
23

34
号

（
平

成
23

年
12

⽉
16

⽇
付

）
⽂

書
中

の「
弁

護
⼠

法
第

23
条

の
2第

2項
に

よ
る

照
会

が
あ

っ
た

た
め

、
回

答
を

⾏
い

ま
し

た
」

と
あ

る
。（

1）
照

会
⽂

（
2）

弁
護

⼠
法

第
23

の
2の

第
2項

⽂
書

。（
3）

回
答

⽂
書

の
み

写
し

希
望

 

「
不

法
⾏

為
等

に
よ

る
慰

謝
料

請
求

事
件

に
係

る
照

会
書

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
市

⺠
か

ら
の

照
会

に
対

す
る

回
答

の
伺

 
②

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

 
③

弁
護

⼠
へ

の
回

答
 

同
上

 

９
 

28
.5.

6 
(9

) 

「
道

路
審

議
票

旭
26

号
」

原
議

⼀
式

。
 

「
道

路
審

議
票

旭
92

号
」

原
議

⼀
式

。
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
は

下
記

の
と

お
り

詳
細

に
記

載
し

請
求

し
て

い
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
実

施
機

関
は

、
建

建
道

第
55

3号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。請

求
は

下
記

の
通

り
。1

 「
道

路
審

議
票

旭
26

号
」

原
議

⼀
式

。
2 

「
道

路
審

議
票

旭
92

号
」

原
議

⼀
式

。
双

⽅
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
希

望
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

26
 

②
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
①

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

②
同

上
 

同
上

 

10
  

28
.5.

6 
(1

0)
 

建
建

道
第

23
34

号
（

平
成

23
年

12
⽉

16
⽇

）
⽂

書
関

連
。

横
浜

弁
護

⼠
会

か
ら

「
弁

護
⼠

法
の

権
利

及
び

義
務

と
⾊

塗
り

で
明

⽰
さ

れ
た

⽂
書

」
と

横
浜

弁
護

⼠
会

か
ら

照
会

を
受

け
た

と
云

わ
れ

る
⽂

書
原

議
⼀

式
（

計
6点

）。
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
55

4号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
は

特
定

し
記

載
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

「
平

成
23

年
12

⽉
6⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

②
平

成
22

年
9⽉

2⽇
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
書

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
市

⺠
か

ら
の

照
会

に
対

す
る

回
答

の
伺

い
 

②
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
 

同
上
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開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

速
や

か
に

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
督

促
す

る
。

1建
建

道
第

23
34

号
（

平
成

23
年

12
⽉

16
⽇

）
⽂

書
関

連
。

横
浜

弁
護

⼠
会

か
ら

「
弁

護
⼠

法
の

権
利

及
び

義
務

と
⾊

塗
り

で
明

⽰
さ

れ
た

⽂
書

」及
び

横
浜

弁
護

⼠
会

か
ら

の
照

会
⽂

書
原

議
⼀

式（
計

6
点

）。
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
希

望
。

 

11
 

28
.5.

6 
(1

1)
 

『
平

成
4

年
度

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
〇

丁
⽬

）
91

』
は

偽
造

し
た

と
指

摘
さ

れ
、

⿊
塗

り
部

位
を

除
く

前
の

原
議

⼀
式

。
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
55

5号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
は

特
定

し
記

載
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

故
意

に
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。『
平

成
4年

度
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

〇
丁

⽬
）

91
』

は
偽

造
し

た
と

指
摘

さ
れ

、
⿊

塗
り

部
位

を
取

り
除

く
前

の
原

議
⼀

式
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

希
望

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
同

上
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

12
 

28
.5.

6 
(1

2)
 

建
建

道
第

29
29

号
平

成
24

年
2⽉

28
⽇

付
「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

0丁
⽬

91
（

平
成

4年
度

）」
⽂

書（
通

知
書

含
め

11
通

）
原

議
⼀

式
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

書
は

、横
浜

市
⻑

に
条

例
通

り
開

⽰
が

出
来

る
よ

う
下

記
の

通
り

詳
細

に
記

載
し

た
。

横
浜

市
⻑

は
「

補
正

を
要

す
る

理
由

に
⾏

政
⽂

書
の

特
定

が
で

き
な

い
た

め
と

あ
る

。」
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

55
6号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
別

紙
に

特
定

し
記

載
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

故
意

に
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。1
建

建
道

第
29

29
号

平
成

24
年

2⽉
28

⽇
付「

建
築

局
建

築
道

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 

同
上

 

条
例

第
５

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

同
上
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路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

0丁
⽬

91
（

平
成

4年
度

）」
⽂

書（
通

知
書

含
め

11
枚

）原
議

⼀
式

。閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

希
望

。  
条

第
３

項
 

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 

13
 

28
.5.

6 
(1

3)
 

建
建

道
第

27
65

号
平

成
24

年
2⽉

13
⽇

付
「

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

0丁
⽬

91
（

平
成

4年
度

）」
⽂

書（
通

知
書

含
め

18
通

）
原

議
⼀

式
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

書
は

、横
浜

市
⻑

に
条

例
通

り
開

⽰
が

出
来

る
よ

う
下

記
の

通
り

詳
細

に
記

載
し

た
。

横
浜

市
⻑

は
「

補
正

を
要

す
る

理
由

に
⾏

政
⽂

書
の

特
定

が
で

き
な

い
た

め
と

あ
る

。」
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

55
7号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
別

紙
に

は
特

定
し

記
載

さ
れ

て
い

る
。

横
浜

市
⻑

は
情

報
開

⽰
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

速
や

か
に

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
督

促
す

る
。1

建
建

道
第

27
65

号
（

平
成

24
年

2⽉
13

⽇
付

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

0丁
⽬

91
（

平
成

4年
度

）
⽂

書
（

通
知

書
含

め
18

通
）

原
議

⼀
式

は
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
希

望
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
同

上
 

14
 

28
.5.

25
 

(1
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
18

8号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

書
は

、横
浜

市
⻑

に
条

例
通

り
開

⽰
が

出
来

る
よ

う
下

記
の

通
り

詳
細

に
記

載
し

た
。

横
浜

市
⻑

は
「

補
正

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
「

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
○

丁
⽬

）」
 

③
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

④
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上
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を
要

す
る

理
由

に
⾏

政
⽂

書
の

特
定

が
で

き
な

い
た

め
と

あ
る

。」
が

、
⾃

ら
発

出
の「

建
建

道
第

49
0号

平
成

28
年

7⽉
1⽇

付
」⽂

書
別

紙
に

特
定

し
記

載
さ

れ
て

い
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

速
や

か
に

開
⽰

さ
れ

る
よ

う
督

促
す

る
。

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
稚

拙
な

書
簡

を
頂

く
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。
Ｄ

に
建

築
道

路
課

に
開

⽰
請

求
し

な
い

で
下

さ
い

。何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

18
8号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
⽂

書
」の

閲
覧

請
求

を
す

。
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
の

希
望

。
 

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑥
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑦

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

「
平

成
23

年
10

⽉
25

⽇
付

照
会

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

同
上

 
④

同
上

 
⑤

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑥

同
上

 
⑦

市
⺠

か
ら

の
照

会
に

対
す

る
回

答
 

同
上

 

15
 

28
.5.

25
 

(2
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
18

9号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
書

は
、横

浜
市

⻑
に

条
例

通
り

開
⽰

が
出

来
る

よ
う

下
記

の
通

り
詳

細
に

記
載

し
た

。
横

浜
市

⻑
は

「
補

正
を

要
す

る
理

由
に

⾏
政

⽂
書

の
特

定
が

で
き

な
い

た
め

と
あ

る
。」

が
、

⾃
ら

発
出

の「
建

建
道

第
49

1号
平

成
28

年
7⽉

1⽇
付

」⽂
書

別
紙

に
は

特
定

し
記

載
さ

れ
て

い
る

。
横

浜
市

⻑
は

情
報

開
⽰

条
例

に
反

し
開

⽰
を

故
意

に
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
速

や
か

に
開

⽰
さ

れ
る

よ
う

督
促

す
る

。
１

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
稚

拙
な

書
簡

を
頂

く
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。
Ｄ

に
建

築
道

路
課

に
開

⽰
請

求
し

な
い

で
下

さ
い

。
何

の
た

め
に

す
る

の
で

す
か

。
市

⺠
情

報
室

係
⻑

に
建

築
道

路
課

が
そ

ん
な

こ
と

を
⾔

っ
ち

ゃ
あ

だ
め

と
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
な

ど
と

、
ま

と
も

な
開

⽰
が

出
来

ず
不

調
に

し
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

と
、

補
正

と
称

し
て

偽
造

⽂
書

⼀
覧

の
開

⽰
を

企
ん

で
い

る
。「

建
建

道
18

9号
6⾏

⽬
以

降
の

離
席

し
未

開
⽰

し
た

と
⾔

う
⽂

書
」

の
閲

覧
請

求
を

す
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

の
希

望
。

 

16
 

28
.5.

25
 

(3
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

0号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
2号

平
成

28
年

7⽉
1

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

請
求

は
下

記
の

通
り

。
建

築
局

⻑
Ａ

、
特

定
部

部
⻑

Ｂ
殿

か
ら

稚
拙

な
書

簡
を

頂
く

、
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

と
⾔

わ
せ

た
。

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
0号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

す
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

の
希

望
。

 

17
 

28
.5.

25
 

(4
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

1号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
3号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
遅

延
さ

せ
て

い
る

。
請

求
は

下
記

の
通

り
。

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
稚

拙
な

書
簡

を
頂

く
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。
Ｄ

に
建

築
道

路
課

に
開

⽰
請

求
し

な
い

で
下

さ
い

。
何

の
た

め
に

す
る

の
で

す
か

。
市

⺠
情

報
室

係
⻑

に
建

築
道

路
課

が
そ

ん
な

こ
と

を
⾔

っ

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
1号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

を
す

。
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
の

希
望

。
 

18
  

28
.5.

25
 

(5
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

2号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
4号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
遅

延
さ

せ
て

い
る

こ
と

を
指

摘
し

、
請

求
は

下
記

の
通

り
。

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
稚

拙
な

書
簡

を
頂

く
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。
Ｄ

に
建

築
道

路
課

に
開

⽰
請

求
し

な
い

で
下

さ
い

。
何

の
た

め
に

す
る

の
で

す
か

。
市

⺠
情

報
室

係
⻑

に
建

築
道

路
課

が
そ

ん
な

こ
と

を
⾔

っ
ち

ゃ
あ

だ
め

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
2号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

を
す

。
閲

覧
後

必
要

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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に
よ

り
写

し
の

希
望

。
 

19
 

28
.5.

25
 

(6
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

3号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
5号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

請
求

は
下

記
の

通
り

。
建

築
局

⻑
Ａ

、
特

定
部

部
⻑

Ｂ
殿

か
ら

稚
拙

な
書

簡
を

頂
い

て
い

る
が

、
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

と
⾔

わ
せ

た
。

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
3号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

す
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

の
希

望
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 57 －



 20
 

28
.5.

25
 

(7
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

4号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
6号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

請
求

は
下

記
の

通
り

。
建

築
局

⻑
Ａ

、
特

定
部

部
⻑

Ｂ
か

ら
頂

い
た

稚
拙

な
書

簡
に

、
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

と
⾔

わ
せ

た
。

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
な

ど
と

、
ま

と
も

な
開

⽰
が

出
来

ず
不

調
に

し
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

と
、

補
正

と
称

し
て

偽
造

⽂
書

⼀
覧

の
開

⽰
を

企
ん

で
い

る
。「

建
建

道
19

4号
6⾏

⽬
以

降
の

離
席

し
未

開
⽰

し
た

と
⾔

う
⽂

書
」

の
閲

覧
請

求
を

す
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

の
希

望
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.5.

25
 

(8
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

5号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
7号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
遅

延
さ

せ
て

い
る

こ
と

を
指

摘
し

、
下

記
の

通
り

再
請

求
す

る
。

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
稚

拙
な

書
簡

を
頂

く
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
が

、
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

補
正

と
称

し
て

偽
造

⽂
書

⼀
覧

の
開

⽰
を

企
ん

で
い

る
。「

建
建

道
19

5号
6⾏

⽬
以

降
の

離
席

し
未

開
⽰

し
た

と
⾔

う
⽂

書
」

の
閲

覧
請

求
を

す
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

の
希

望
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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 22
 

28
.5.

25
 

(9
) 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

6号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
8号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
遅

延
さ

せ
て

い
る

こ
と

を
指

摘
し

、
請

求
は

下
記

の
通

り
。

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
稚

拙
な

書
簡

を
頂

く
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。
Ｄ

に
建

築
道

路
課

に
開

⽰
請

求
し

な
い

で
下

さ
い

。
何

の
た

め
に

す
る

の
で

す
か

。
市

⺠
情

報
室

係
⻑

に
建

築
道

路
課

が
そ

ん
な

こ
と

を
⾔

っ
ち

ゃ
あ

だ
め

と
。Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
6号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

を
す

。
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
の

希
望

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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 23
 

28
.5.

25
 

(1
0)

 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

7号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

49
9号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
こ

と
を

指
摘

し
、

請
求

は
下

記
の

通
り

。
建

築
局

⻑
Ａ

、
特

定
部

部
⻑

Ｂ
殿

か
ら

稚
拙

な
書

簡
に

て
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

な
ど

と
、

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
し

た
。

今
度

は
請

求
者

が
離

席
し

た
と

、
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
7号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

を
す

。
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
の

希
望

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上
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28
.5.

25
 

(1
1)

 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

8号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

50
0号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

請
求

は
下

記
の

通
り

。
建

築
局

⻑
Ａ

、
特

定
部

部
⻑

Ｂ
殿

か
ら

の
稚

拙
な

書
簡

に
、

Ｃ
に

証
拠

書
は

そ
の

都
度

作
る

の
だ

よ
と

⾔
わ

せ
た

。
Ｄ

に
建

築
道

路
課

に
開

⽰
請

求
し

な
い

で
下

さ
い

。
何

の
た

め
に

す
る

の
で

す
か

。
市

⺠
情

報
室

係
⻑

に
建

築
道

路
課

が
そ

ん
な

こ
と

を
⾔

っ
ち

ゃ
あ

だ
め

と
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
な

ど
と

、
ま

と
も

な
開

⽰
が

出
来

ず
不

調
に

し
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

と
、

補
正

と
称

し
て

偽
造

⽂
書

⼀
覧

の
開

⽰
を

企
ん

で
い

る
。「

建
建

道
19

8号
6⾏

⽬
以

降
の

離
席

し
未

開
⽰

し
た

と
⾔

う
⽂

書
」

の
閲

覧
請

求
を

す
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

の
希

望
。

 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

－ 62 －
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28
.5.

25
 

(1
2)

 

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

。
と

⾔
わ

せ
た

な
ど

と
稚

拙
な

書
簡

を
頂

い
て

い
る

が
、

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
。

Ｅ
に

建
築

申
請

は
建

て
て

か
ら

す
る

。
市

⺠
情

報
室

と
協

議
し

て
隠

蔽
し

た
等

ま
と

も
な

開
⽰

が
出

来
ず

不
調

に
な

っ
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

。
補

正
と

称
し

そ
の

⼀
部

偽
造

⽂
書

へ
誘

導
を

企
て

、
別

紙
建

建
道

第
19

9号
6⾏

⽬
、

ま
た

以
降

の
離

席
し

た
と

不
開

⽰
⽂

書
の

閲
覧

を
請

求
す

る
。

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

50
1号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
遅

延
さ

せ
て

い
る

こ
と

を
指

摘
し

、
請

求
は

下
記

の
通

り
。

建
築

局
⻑

Ａ
、

特
定

部
部

⻑
Ｂ

殿
か

ら
の

稚
拙

な
書

簡
を

頂
く

、
Ｃ

に
証

拠
書

は
そ

の
都

度
作

る
の

だ
よ

と
⾔

わ
せ

た
。

Ｄ
に

建
築

道
路

課
に

開
⽰

請
求

し
な

い
で

下
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

市
⺠

情
報

室
係

⻑
に

建
築

道
路

課
が

そ
ん

な
こ

と
を

⾔
っ

ち
ゃ

あ
だ

め
と

。
Ｅ

に
建

築
申

請
は

建
て

て
か

ら
す

る
。

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
て

隠
蔽

し
た

。
ま

と
も

な
開

⽰
が

出
来

ず
不

調
に

し
た

。
今

度
は

請
求

者
が

離
席

し
た

と
補

正
と

称
し

て
偽

造
⽂

書
⼀

覧
の

開
⽰

を
企

ん
で

い
る

。「
建

建
道

19
9号

6⾏
⽬

以
降

の
離

席
し

未
開

⽰
し

た
と

⾔
う

⽂
書

」
の

閲
覧

請
求

を
す

。
閲

覧
後

必
要

に
よ

り
写

し
の

希
望

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

26
 

28
.5.

30
 

(4
) 

実
施

機
関

が
平

成
22

年
10

⽉
19

⽇
以

降
開

⽰
請

求
を

⾏
っ

た
の

は
46

件
と

⽂
書

が
有

る
。①

平
成

22
年

10
⽉

19
⽇

以
降

46
件

の
開

⽰
請

求
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。
開

⽰
決

定
及

び
⼀

部
決

定
を

⾏
っ

た
の

は
30

件
と

有
る

。
う

ち
取

り
下

げ
3件

と
有

る
 ②

開
⽰

決
定

を
⾏

っ
た

開
⽰

請
求

書
名

と
請

求
年

⽉
⽇

の
開

⽰
請

求
。

③
⼀

部
決

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

②
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上

 

－ 63 －



 

定
を

⾏
っ

た
開

⽰
請

求
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。
④

取
り

下
げ

3件
の

開
⽰

請
求

書
名

と
請

求
年

⽉
⽇

の
開

⽰
請

求
。

⑤
補

正
を

依
頼

し
た

13
件

の
開

⽰
請

求
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。
 

 【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
は

下
記

の
と

お
り

詳
細

に
記

載
し

請
求

し
て

い
る

。
実

施
機

関
は

、
建

建
道

第
56

2号
平

成
28

年
7⽉

1
⽇

付
に

て
補

正
依

頼
な

ど
と

条
例

に
反

し
開

⽰
を

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

請
求

は
下

記
の

通
り

。実
施

機
関

が
平

成
22

年
10

⽉
19

⽇
以

降
開

⽰
請

求
を

⾏
っ

た
の

は
46

件
と

⽂
書

記
載

が
有

る
。下

記
①

〜
⑥

項
に

つ
い

て
開

⽰
請

求
し

、
写

し
の

交
付

。
②

平
成

22
年

10
⽉

19
⽇

以
降

46
件

の
開

⽰
請

求
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。
②

開
⽰

決
定

及
び

⼀
部

決
定

を
⾏

っ
た

の
は

30
件

と
有

る
。う

ち
取

り
下

げ
3件

と
有

る
。

双
⽅

の
写

し
請

求
。

③
開

⽰
決

定
を

⾏
っ

た
開

⽰
請

求
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。
④

⼀
部

決
定

を
⾏

っ
た

開
⽰

請
求

書
名

と
請

求
年

⽉
⽇

の
開

⽰
請

求
。

⑤
取

り
下

げ
3件

の
開

⽰
請

求
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。⑥
補

正
を

依
頼

し
た

と
記

載
の

あ
る

13
件

の
開

⽰
請

求
書

⽂
書

名
と

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

内
容

。
 

③
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

④
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑤
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑥

平
成

26
年

度
建

建
道

第
93

7号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑦
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑧

平
成

24
年

度
建

建
道

第
82

7号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑨
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
3⽉

9
⽇

）
 

⑩
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
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に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

開
⽰

決
定

期
間

の
延

⻑
に

つ
い

て
」

 
⑪

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4「
号

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

請
求

に
つ

い
て

（
平

成
27

年
3

⽉
9⽇

請
求

分
）」

 
⑫

平
成

27
年

度
建

建
道

第
33

7号
「

市
⺠

か
ら

の
問

合
わ

せ
に

対
す

る
回

答
に

つ
い

て
」

 
⑬

平
成

26
年

度
建

建
道

第
86

2号
「

平
成

26
年

9⽉
15

⽇
付

照
会

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 
⑭

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

44
 

⑮
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
26

 
⑯

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
 

⑰
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

同
上

 
④

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑤

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

等
 

⑥
開

⽰
請

求
に

か
か

る
決

定
等

の
伺

い
 

⑦
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
、

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

同
上
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⑧
個

⼈
情

報
本

⼈
開

⽰
請

求
に

対
す

る
開

⽰
決

定
⽂

書
 

⑨
開

⽰
請

求
書

 
⑩

開
⽰

決
定

等
期

間
延

⻑
通

知
書

 
⑪

開
⽰

請
求

に
対

す
る

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
、

⾮
開

⽰
決

定
通

知
書

 
⑫

市
⺠

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

に
対

す
る

回
答

 
⑬

市
⺠

か
ら

の
要

望
に

対
す

る
回

答
 

⑭
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑮

同
上

 
⑯

同
上

 
⑰

同
上

 

27
 

28
.5.

30
 

(5
) 

実
施

機
関

が
嘘

を
⾔

っ
て

は
い

け
ま

せ
ん

。
開

⽰
決

定
及

び
⼀

部
決

定
を

⾏
っ

た
の

は
30

件
と

有
る

。①
閲

覧
せ

ず
に

帰
宅

し
た

の
は

5回
と

あ
る

。
各

帰
宅

し
た

と
⾔

わ
れ

る
⽇

時
。

②
同

上
開

⽰
決

定
を

⾏
っ

た
各

開
⽰

請
求

書
⽂

書
名

。
③

同
上

の
各

請
求

書
の

請
求

年
⽉

⽇
の

開
⽰

請
求

。
④

郵
送

に
よ

る
写

し
の

交
付

を
希

望
さ

れ
た

が
、

写
し

の
作

成
に

要
す

る
費

⽤
が

納
付

さ
れ

て
い

な
い

の
が

1回
と

あ
る

。
⽂

書
の

開
⽰

請
求

書
名

と
請

求
年

⽉
⽇

の
開

⽰
請

求
 

【
補

正
後

】
 

平
成

28
年

5⽉
6⽇

付
開

⽰
請

求
は

下
記

の
と

お
り

詳
細

に
記

載
し

請
求

し
て

い
る

。
実

施
機

関
は

、
建

建
道

第
56

3号
平

成
28

年
7⽉

1
⽇

付
に

て
補

正
依

頼
な

ど
と

条
例

に
反

し
開

⽰
を

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

下
記

の
通

り
請

求
す

る
。

実
施

機
関

に
は

嘘
の

⾔
質

が
あ

る
こ

と
を

指
摘

す
る

。
開

⽰
決

定
及

び
⼀

部
決

定
を

⾏
っ

た
の

は
30

件
と

有
る

。
①

閲
覧

せ
ず

に
帰

宅
し

た
の

は
5回

と
あ

る
。

各
帰

宅
し

た
と

⾔
わ

れ
る

⽇
時

の
開

⽰
を

請
求

す
る

。
②

同
上

開
⽰

決
定

を
⾏

っ
た

各
開

⽰
請

求

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
「

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
 

③
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

④
平

成
24

年
度

建
建

道
第

33
8号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑤

平
成

23
年

度
建

建
道

第
23

34
号

「
平

成
23

年
12

⽉
6⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

同
上
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書
⽂

書
名

の
開

⽰
請

求
。

③
同

上
の

各
請

求
書

の
請

求
年

⽉
⽇

の
開

⽰
請

求
。

④
郵

送
に

よ
る

写
し

の
交

付
を

希
望

さ
れ

た
が

、
写

し
の

作
成

に
要

す
る

費
⽤

が
納

付
さ

れ
て

い
な

い
の

が
1回

と
あ

る
⽂

書
の

開
⽰

請
求

書
名

と
請

求
年

⽉
⽇

の
開

⽰
請

求
。

 

⑥
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
の

う
ち

の
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91

 
⑦

平
成

23
年

度
建

建
道

第
27

65
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

の
う

ち
の

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

⑧
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
7号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑨

開
⽰

請
求

書
（

平
成

27
年

3⽉
9

⽇
）

 
⑩

平
成

26
年

度
建

建
道

第
16

16
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

開
⽰

決
定

期
間

の
延

⻑
に

つ
い

て
」

 
⑪

平
成

27
年

度
建

建
道

第
11

4号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

請
求

に
つ

い
て（

平
成

27
年

3⽉
9⽇

請
求

分
）」

 
⑫

平
成

23
年

度
建

建
道

第
19

12
号

「
平

成
23

年
10

⽉
25

⽇
付

照
会

に
つ

い
て

（
回

答
）」
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⑬
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
90

 
⑭

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

92
 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

同
上

 
④

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑤

市
⺠

か
ら

の
照

会
に

対
す

る
回

答
の

伺
い

 
⑥

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑦

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

⑧
個

⼈
情

報
本

⼈
開

⽰
請

求
に

対
す

る
開

⽰
決

定
⽂

書
 

⑨
開

⽰
請

求
書

 
⑩

開
⽰

決
定

等
期

間
延

⻑
決

定
通

知
書

 
⑪

開
⽰

請
求

に
対

す
る

⼀
部

開
⽰

決
定

通
知

書
、

⾮
開

⽰
決

定
通

知
書

 
⑫

市
⺠

か
ら

の
照

会
に

対
す

る
回

答
 

⑬
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑭

同
上

 

同
上
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 28
 

28
.5.

30
 

(6
) 

横
浜

市
⻑

Ａ
が

、
作

成
⽇

の
無

い
⽂

書
を

、
横

浜
市

情
報

公
開

・
個

⼈
情

報
保

護
審

査
会

会
⻑

Ｂ
あ

て
に

送
付

さ
れ

て
い

る
件

に
つ

い
て

照
会

し
た

。
反

論
し

ま
す

か
と

逆
照

会
が

あ
っ

た
。

開
⽰

の
実

施
⼀

表
に

つ
い

て
①

開
⽰

請
求

⽇
平

成
27

年
7⽉

21
⽇

、
同

28
⽇

、
同

8⽉
7

⽇
、

同
9⽉

1⽇
、

同
9⽉

24
⽇

に
つ

い
て

、
各

6件
の

請
求

⽂
書

の
開

⽰
。

各
⽂

書
開

⽰
予

定
⽇

（
10

⽉
2⽇

）
閲

覧
せ

ず
帰

宅
と

あ
る

。
ま

た
（

11
⽉

25
⽇

）
も

連
絡

な
く

来
庁

も
せ

ず
と

あ
る

。
②

各
請

求
⽂

書
開

⽰
に

対
し

、
機

関
発

出
各

々
へ

の
開

⽰
通

知
書

 
【

補
正

後
】

 
平

成
28

年
5⽉

6⽇
付

開
⽰

請
求

は
下

記
の

と
お

り
詳

細
に

記
載

し
請

求
し

て
い

る
。

実
施

機
関

は
、

建
建

道
第

56
4号

平
成

28
年

7⽉
1

⽇
付

に
て

補
正

依
頼

な
ど

と
条

例
に

反
し

開
⽰

を
故

意
に

遅
延

さ
せ

て
い

る
。

下
記

の
通

り
請

求
す

る
。

横
浜

市
⻑

Ａ
が

、
作

成
⽇

の
無

い
⽂

書
を

、
横

浜
市

情
報

公
開

・
個

⼈
情

報
保

護
審

査
会

会
⻑

Ｂ
あ

て
に

送
付

さ
れ

て
い

る
件

に
つ

い
て

照
会

し
た

。
反

論
し

ま
す

か
と

逆
照

会
が

あ
っ

た
。

開
⽰

の
実

施
⼀

表
に

つ
い

て
開

⽰
請

求
⽇

平
成

27
年

6⽉
26

⽇
、開

⽰
の

実
施

同
27

年
10

⽉
2⽇

再
開

⽰
開

⽰
⽂

書
に

納
得

せ
ず

閲
覧

の
途

中
で

帰
宅

と
あ

る
。

１
平

成
27

年
6⽉

26
⽇

付
け

開
⽰

請
求

⽂
書

に
対

し
、

実
施

機
関

が
発

出
し

た
開

⽰
通

知
書

の
開

⽰
を

求
め

る
。

閲
覧

後
必

要
に

よ
り

写
し

希
望

。
 

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 同

上
 

同
上

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 
同

上
 

同
上

 

29
 

28
.6.

3 

1．
Ａ

建
築

局
⻑

（
平

成
27

年
7⽉

6⽇
付

）
は

「
･･

の
と

お
り

、
深

く
お

詫
び

申
し

上
げ

ま
す

。」
業

務
を

怠
け

是
正

勧
告

し
た

事
へ

詫
び

た
が

、
平

成
4年

、
5年

、
7年

、
10

年
、

14
年

、
15

年
、

18
年

、
19

年
、

20
年

、
21

年
、

22
年

、
24

年
、

26
年

、
27

年
と

執
拗

に
⾮

違
⾏

為
を

繰
り

返
す

が
、下

記
⽂

書
に

つ
い

て
開

⽰
請

求
を

す
る

。
此

れ
ら

の
違

法
⾏

為
は

法
廷

で
も

審
理

さ
れ

、
建

築
局

⻑
Ａ

は
了

知
さ

れ
て

い
る

に
も

関
わ

ら
ず

、「
し

か
し

な
が

ら
、

本
件

に
関

す
る

建
築

局
職

員
の

⼀
連

の
対

応
に

つ
い

て
、

Ｂ
様

が
ご

指
摘

さ
れ

て
い

る

28
.7.

26
 

⾮
開

⽰
 

28
.11

.18
 ①

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

②
平

成
21

年
度

ま
ち

建
道

第
65

3号
「

建
築

基
準

法
に

か
か

る
道

路
審

議
票

に
つ

い
て

（
旭

区
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

）」
 

③
平

成
22

年
度

建
建

道
第

19
47

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

同
上
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よ
う

な
懈

怠
、

捏
造

、
偽

造
、

隠
蔽

等
の

⾏
為

は
ご

ざ
い

ま
せ

ん
。」

と
は

何
だ

。
他

の
5点

（
改

竄
、

虚
偽

虚
⾔

、
吹

聴
、

賄
賂

、
集

り
）

の
⾏

為
は

認
め

た
が

、
⽂

書
記

番
号

、
差

出
⼈

及
び

責
任

所
管

不
記

載
で

、
3⽉

9⽇
旭

区
役

所
か

ら
開

⽰
請

求
し

、
期

間
延

⻑
し

た
4

⽉
28

⽇
に

開
⽰

さ
れ

ず
、

請
求

か
ら

70
⽇

経
過

し
た

。
平

成
27

年
5⽉

18
⽇

に
、

3⽉
9⽇

分
の

開
⽰

決
定

通
知

書
は

現
地

に
て

⼿
交

す
る

約
束

で
出

向
い

た
。

建
築

局
は

「
開

⽰
請

求
さ

れ
て

い
な

い
か

ら
、

開
⽰

で
き

ま
せ

ん
」

と
⼀

声
。

⼿
交

さ
れ

た
開

⽰
通

知
書

を
返

し
不

調
に

し
た

。
6⽉

5⽇
付

で
Ａ

殿
に

督
促

し
、

6⽉
12

⽇
の

開
⽰

に
出

向
い

た
に

も
関

わ
ら

ず
、開

⽰
⽂

書
を

JN
ビ

ル
へ

忘
れ

て
来

た
と

不
調

に
終

わ
っ

た
。

其
の

後
、

Ａ
建

築
局

⻑
（

平
成

27
年

7
⽉

6⽇
付

）
上

述
の

返
書

も
あ

り
、

平
成

27
年

7⽉
13

⽇
の

開
⽰

に
出

向
き

、「
今

⽇
の

開
⽰

は
、

Ａ
殿

の
開

⽰
と

し
て

賜
る

」。
「

分
か

り
ま

し
た

。」
の

⾔
質

で
始

ま
っ

た
。

建
築

局
は

、
3⽉

9⽇
請

求
分

は
5⽉

18
⽇

に
終

わ
っ

て
い

る
。

更
に

「
建

築
概

要
書

の
期

⽇
に

つ
い

て
、

平
成

20
年

12
⽉

2⽇
提

出
さ

れ
受

理
さ

れ
た

も
の

だ
」

と
虚

⾔
を

執
拗

に
繰

り
返

し
た

の
で

「
建

築
後

住
ん

で
3年

経
過

し
て

か
ら

建
築

願
を

授
受

す
る

役
所

が
何

処
に

あ
る

」。
建

築
局

「
後

か
ら

出
す

場
合

も
あ

る
」。

「
○

○
○

○
〜

誤
魔

化
し

の
詭

弁
を

⾔
い

や
が

っ
て

」
と

不
調

に
し

た
。

建
築

局
『

開
⽰

請
求

す
る

の
は

⽌
め

て
く

だ
さ

い
。

何
の

た
め

に
す

る
の

で
す

か
。

謝
っ

た
し

何
も

悪
い

こ
と

を
し

て
い

な
い

の
だ

し
･･

』
と

情
報

公
開

法
を

蔑
ろ

の
⾮

違
⾏

為
を

発
し

た
の

で
、

市
⺠

情
報

室
Ｃ

係
⻑

に
通

報
し

た
。『

建
築

局
が

？
開

⽰
請

求
し

な
い

で
と

、
そ

ん
な

こ
と

を
⾔

っ
ち

ゃ
あ

ダ
メ

だ
ね

。』
の

⾔
葉

に
送

ら
れ

、
開

⽰
請

求
を

不
調

に
し

て
帰

っ
た

。
後

⽇
、

建
築

局
か

ら
電

話
で

謝
罪

の
⾔

質
が

有
っ

た
が

通
話

を
断

っ
た

。
平

成
27

年
3⽉

9⽇
開

⽰
請

求
後

、
開

⽰
⽇

の
応

答
で

も
請

求
内

容
を

確
認

し
、

Ａ
の

建
建

道
第

16
16

号
（

平
成

27
年

3⽉
23

⽇
付

）
に

記

④
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑤
平

成
23

年
度

建
建

道
第

29
29

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑥
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

 
⑦

平
成

24
年

度
建

建
道

第
33

8号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑧
平

成
23

年
度

建
建

道
第

23
34

号
「

平
成

23
年

12
⽉

6⽇
付

照
会

に
つ

い
て

（
回

答
）」

 
⑨

平
成

23
年

度
建

建
道

第
29

29
号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

の
う

ち
の

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

⑩
平

成
23

年
度

建
建

道
第

27
65

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
の

う
ち

の
道

路

－ 70 －



 

載
さ

れ
、4

⽉
28

⽇
ま

で
延

⻑
し

た
が

連
絡

な
く

、4
⽉

30
⽇

電
話

確
認

し
『

決
裁

が
遅

れ
た

。
開

⽰
⽇

は
い

つ
が

良
い

か
』

と
問

わ
れ

『
明

⽇
5⽉

1⽇
』

と
即

答
し

た
が

5⽉
8⽇

に
延

び
て

、
請

求
か

ら
70

⽇
後

の
平

成
27

年
5⽉

18
⽇

開
⽰

で
出

向
い

た
。開

⽰
通

知
書

は
4⽉

28
⽇

に
決

済
さ

れ
て

い
た

。「
決

済
が

遅
れ

た
・

」
は

虚
⾔

。
Ａ

殿
か

ら
通

知
を

受
け

、
6⽉

12
⽇

出
向

い
た

。「
JN

ビ
ル

へ
忘

れ
た

」。
Ａ

殿
か

ら
通

知
を

受
け

7⽉
13

⽇
も

開
⽰

は
済

ん
で

い
る

と
の

虚
⾔

等
で

不
調

。
建

築
局

へ
14

⽇
に

電
話

し
た

。「
通

知
書

は
普

通
郵

便
で

送
っ

て
あ

る
。

郵
便

局
に

聞
い

て
、

家
の

中
を

探
し

て
！

再
発

⾏
は

し
ま

せ
ん

。」
開

⽰
は

済
ん

で
い

ま
す

。」
と

は
何

ん
だ

。
①

建
築

局
が

⾔
わ

れ
て

い
る

、
横

浜
弁

護
⼠

会
か

ら
、

弁
護

⼠
法

第
23

条
の

2第
2項

に
よ

る
照

会
が

あ
り

回
答

し
た

。と
の「

弁
護

⼠
会

か
ら

の
⽂

書
」に

つ
い

て
開

⽰
請

求
を

さ
せ

て
頂

い
て

い
る

。
②

回
答

さ
れ

た
⽂

書
に

つ
い

て
開

⽰
請

求
を

さ
せ

て
頂

い
て

い
る

。
上

述
の

①
横

浜
弁

護
⼠

会
か

ら
依

頼
さ

れ
た

と
い

わ
れ

る
依

頼
⽂

書
原

議
⼀

式
と

②
回

答
書

原
議

の
写

し
の

交
付

。
 

2．
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
Ｄ

〜
Ｅ

号
の

開
⽰

閲
覧

を
求

め
、

閲
覧

後
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

写
し

の
交

付
。

 
3．

『
平

成
4年

道
路

審
議

票
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

（
〇

丁
⽬

）
91

』
⽂

書
は

捏
造

。建
築

局
⻑

Ａ
殿

へ
当

地
区

の
歴

史
を

教
⽰

し
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
道

路
審

議
票

旭
91

と
再

捏
造

し
た

上
で

返
書

が
届

い
た

が
、確

認
も

な
く

違
法

勧
告

し
た

上
に

、
懈

怠
⾏

為
を

隠
蔽

す
る

た
め

『
平

成
4

年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
（

〇
丁

⽬
）

91
」

⽂
書

を
捏

造
し

た
。

建
築

局
⻑

か
ら

建
建

道
第

33
7号

（
H2

7.6
.18

)に
よ

り
、

⽒
名

も
記

載
せ

ず
、

本
⽂

12
⾏

の
拙

い
返

書
が

届
い

た
。

上
述

の
通

り
道

路
審

議
票

旭
91

号
と

建
築

局
⻑

⾃
ら

捏
造

の
⾏

為
も

披
歴

し
た

。「
建

築
局

⻑
が

道
路

審
議

票
旭

91
号

と
捏

造
さ

れ
た

⽂
書

の
原

議
⼀

式
。」

写
し

の
交

付
。

下
記

①
〜

⑳
及

び
4，

5，
6項

は
必

要
に

よ
り

を
交

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

⑪
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
6号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
に

つ
い

て
」

の
う

ち
の

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91
 

⑫
平

成
24

年
度

建
建

道
第

82
7号

「
横

浜
市

個
⼈

情
報

の
保

護
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
⾏

政
⽂

書
の

開
⽰

に
つ

い
て

」
 

⑬
開

⽰
請

求
書

（
平

成
27

年
3⽉

9
⽇

）
 

⑭
平

成
26

年
度

建
建

道
第

16
16

号
「

横
浜

市
の

保
有

す
る

情
報

の
公

開
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
開

⽰
決

定
期

間
の

延
⻑

に
つ

い
て

」
 

⑮
平

成
27

年
度

建
建

道
第

11
4号

「
横

浜
市

の
保

有
す

る
情

報
の

公
開

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

⾏
政

⽂
書

の
開

⽰
請

求
に

つ
い

て（
平

成
27

年
3⽉

9⽇
請

求
分

）」
 

⑯
平

成
23

年
度

建
建

道
第

19
12

号
「

平
成

23
年

10
⽉

25
⽇

付
照

会
に

つ
い

て
（

回
答

）」
 

⑰
平

成
27

年
度

建
建

道
第

33
7号

「
市

⺠
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
す

る
回

答
に

つ
い

て
」

 
⑱

平
成

22
年

9⽉
2⽇

弁
護

⼠
か

ら

－ 71 －



 

付
含

む
。①

判
定

意
⾒

の
と

お
り

と
は

？
建

築
局

が
平

成
14

年
9⽉

12
⽇

道
路

後
退

を
要

す
る

道
路

で
は

無
い

と
審

査
課

及
び

12
⽉

15
⽇

に
現

違
反

対
策

課
Ｆ

が
現

認
し

た
際

に
作

成
さ

れ
た

⽂
書

の
原

議
⼀

式
。

写
し

の
交

付
。

②
『

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
･･

91
」

の
判

定
箇

所
図

を
明

⽰
し

た
上

で
原

議
⼀

式
。

写
し

の
交

付
。

③
ｈ

19
年

1⽉
29

⽇
注

意
書

を
発

出
し

た
こ

と
を

、
請

求
⼈

に
注

意
さ

れ
謝

罪
し

た
際

の
発

出
⽂

書
の

原
議

写
し

。④
「

2項
道

路
と

し
て

指
導

を
⾏

い
ま

し
た

」
は

、
何

処
を

誰
に

指
導

し
た

の
か

⽂
書

原
議

⼀
式

。写
し

の
交

付
  

⑤
平

成
20

年
10

⽉
24

⽇
付

で
請

求
⼈

に
送

付
し

た
、

相
談

課
か

ら
の

引
継

ぎ
⽂

書
⼀

切
の

写
し

（
写

真
を

含
む

）。
⑥

現
況

に
対

し
、

2項
道

路
と

違
反

勧
告

し
た

⼟
地

範
囲

、
道

路
幅

を
明

⽰
し

た
⽂

書
の

原
議

全
て

。
写

し
の

交
付

。
⑦

建
築

局
は

、
道

路
で

は
な

い
⺠

地
を

平
成

21
年

9⽉
3⽇

否
道

路
に

判
定

替
え

し
た

。
適

当
に

地
図

に
⾊

を
塗

っ
て

い
る

。
と

逃
げ

た
建

築
道

路
係

⻑
は

Ｇ
で

あ
る

が
、

旭
⼟

⽊
事

務
所

が
公

道
⾏

き
⽌

ま
り

の
ポ

ー
ル

も
建

⽴
し

て
い

る
。平

成
20

年
10

⽉
21

⽇
相

談
課

Ｈ
が「

2項
道

路
」

と
し

た
写

真
に

も
写

さ
れ

て
い

る
。

20
⽇

後
に

確
認

に
来

た
道

路
課

Ｆ
が

「
2項

道
路

で
は

な
い

。」
書

⾯
を

書
く

と
約

束
後

に
異

動
し

、
違

反
対

策
室

で
偶

然
Ｆ

に
あ

っ
た

。
Ｉ

、
Ｊ

の
前

で
、「

2項
道

路
で

は
無

い
と

断
⾔

し
た

が
書

⾯
は

書
か

な
か

っ
た

」
と

頭
を

下
げ

続
け

た
。

Ｉ
課

⻑
が

、
道

路
課

Ｋ
、

審
査

課
Ｌ

、
Ｆ

ら
の

合
同

謝
罪

の
場

を
設

け
謝

罪
し

た
が

、
Ｋ

は
捏

造
を

正
当

化
し

続
け

た
。

建
築

局
が

掌
理

事
項

の
2項

道
路

か
否

か
を

、
旭

⼟
⽊

事
務

所
⻑

Ｍ
に

求
め

、
其

の
⽂

書
を

建
築

局
が

確
認

し
た

資
料

と
⽅

法
及

び
再

調
査

し
た

場
所

の
原

議
⼀

式
。写

し
の

交
付

⑧
2項

道
路

で
無

い
私

有
地

を
、判

定
替

え
し

た
と

云
う

資
料

全
て

原
議

。
写

し
の

交
付

。
⑨

是
正

勧
告

後
、

取
り

消
し

書
の

送
付

は
無

い
に

も
関

わ
ら

ず
、「

送
付

し
、

お
詫

び
し

た
」

と
は

、
横

浜
市

⻑
は

ど
の

よ
う

に
お

詫
び

し
た

の
か

。
其

の
⽂

の
照

会
書

 
⑲

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

90
 

⑳
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
92

 

条
例

第
５

条
第

３
項

 

①
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
②

同
上

 
③

同
上

 
④

同
上

 
⑤

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑥

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

等
 

⑦
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
。

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

⑧
市

⺠
か

ら
の

照
会

に
対

す
る

回
答

の
伺

い
 

⑨
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
及

び
回

答
。

建
築

基
準

法
上

の
道

路
判

定
資

料
 

⑩
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑪

弁
護

⼠
か

ら
の

照
会

及
び

回
答

。
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑫

個
⼈

情
報

本
⼈

開
⽰

に
対

す
る

開
⽰

決
定

⽂
書

 
⑬

開
⽰

請
求

書
 

⑭
開

⽰
決

定
等

期
間

延
⻑

決
定

通
知

書
 

⑮
開

⽰
請

求
に

対
す

る
⼀

部
開

⽰
決

定
通

知
書

、
⾮

開
⽰

決
定

通
知

書
 

⑯
市

⺠
か

ら
の

照
会

に
対

す
る

回
答

 

同
上
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書
原

議
の

全
て

。
写

し
の

交
付

。
⑩

Ｎ
宅

は
「

３
旭

-4
60

で
2項

道
路

に
該

当
部

位
は

道
路

後
退

し
て

い
る

。」
従

っ
て

「
Ｎ

さ
ん

は
３

旭
-4

60
で

道
路

後
退

し
て

い
な

い
が

今
後

は
指

導
す

る
」

と
捏

造
し

た
道

路
部

位
と

根
拠

資
料

原
議

の
写

し
交

付
。

⑪
「

…
91

」
⽂

書
は

、
平

成
20

年
の

資
料

が
あ

り
捏

造
で

あ
る

。平
成

4年
作

成
の

原
議

⼀
式

。
写

し
交

付
。

⑫
建

築
局

は
課

に
よ

っ
て

個
⼈

情
報

を
⿊

塗
り

す
る

理
由

が
違

う
と

云
わ

れ
た

記
載

⽂
書

の
原

議
。

写
し

の
交

付
。

⑬
3

旭
46

0部
分

は
Ｎ

の
個

⼈
情

報
を

と
続

く
部

位
は

⿊
く

し
た

が
、

全
⽂

を
明

⽰
し

た
⽂

書
⼀

式
。

写
し

の
交

付
。

⑭
市

⺠
情

報
セ

ン
タ

ー
に

て
、「

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

Ｘ
丁

⽬
91

号
」（

A4
・

10
枚

・
B4

・
2枚

含
む

）及
び「

平
成

4年
道

路
審

議
票

⽩
根

0丁
⽬

91
号

」
を

H2
6年

11
⽉

12
⽇

、
12

⽉
5⽇

、
12

⽉
25

⽇
、

27
年

1⽉
、

3⽉
、

5⽉
の

6度
閲

覧
し

た
。「

過
去

に
建

て
て

あ
っ

た
こ

と
が

分
る

か
ら

市
⺠

情
報

室
と

協
議

し
⾮

開
⽰

と
し

た
･･

」
と

情
報

公
開

規
定

に
反

し
た

指
⽰

に
よ

り
隠

蔽
さ

れ
た

と
記

載
が

あ
る

。
隠

蔽
前

の
原

議
写

し
の

交
付

。
⑮

「
平

成
4年

道
路

審
議

票
⽩

根
（

Ｘ
丁

⽬
）

0
丁

⽬
91

号
」

は
(資

料
5部

A4
・

10
枚

・
B4

・
2枚

含
む

)作
成

年
⽉

⽇
が

不
記

載
に

し
、

番
号

を
91

号
と

付
定

。
地

名
地

番
は

特
定

さ
れ

な
い

よ
う

に
⿊

塗
り

し
、

判
定

欄
の

「
道

路
」

を
横

線
で

抹
消

し
、

判
定

意
⾒

欄
「

本
件

は
既

に
台

路
台

帳
(誤

字
)に

て
法

42
条

2項
道

路
と

し
て

扱
わ

れ
て

い
る

本
件

カ
所

の
セ

ッ
ト

バ
ッ

ク
に

つ
い

て
現

地
調

査
、

別
添

え
資

料
等

に
よ

り
総

合
的

な
判

断
に

て
別

添
え

(裏
側

）
指

導
⽅

法
案

を
作

成
し

今
後

の
確

認
時

に
指

導
す

る
」

が
全

⽂
だ

が
、「

本
件

は
既

に
台

路
台

帳
に

て
」

と
か

「
本

件
カ

所
の

セ
ッ

ト
バ

ッ
ク

に
つ

い
て

現
地

調
査

・
」

云
々

と
か

の
資

料
の

開
⽰

を
請

求
す

る
と

共
に

、
道

路
も

家
並

み
も

無
い

に
も

関
わ

ら
ず

、「
2項

セ
ッ

ト
バ

ッ
ク

の
指

導
」を

し
た

と
い

う
資

料
の

写
し

。写
し

の
交

付
。 

⑰
判

定
意

⾒
欄

、
調

査
意

⾒
・

経
過

欄
、

建
築

主
相

談
者

欄
の

住
所

及

⑰
市

⺠
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
す

る
回

答
 

⑱
弁

護
⼠

か
ら

の
照

会
 

⑲
建

築
基

準
法

上
の

道
路

判
定

資
料

 
⑳

同
上
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び
屋

号
等

⽒
名

、電
話

番
号

下
段

の
地

図（
狭

あ
い

道
路

3旭
16

号
）

を
⽩

根
Ｘ

丁
⽬

91
号

と
切

り
貼

り
し

た
上

で
、現

地
調

査
し

総
合

判
断

し
た

と
記

載
の

総
合

判
断

に
⾄

っ
た

規
定

資
料

及
び

起
案

し
、

経
伺

し
た

⽂
書

改
廃

原
議

⼀
式

の
写

し
。

閲
覧

。
⑱

建
築

局
が

平
成

14
年

、
同

じ
く

平
成

20
年

12
⽉

2⽇
付

、
私

有
地

を
否

道
路

と
作

成
し

た
⽂

書
資

料
の

閲
覧

。
⑲

平
成

21
年

作
成

（
番

号
11

42
号

）
の

起
案

資
料

、
供

覧
資

料
、

経
伺

資
料

、
決

裁
し

た
根

拠
資

料
の

閲
覧

。
請

求
者

に
指

摘
さ

れ
、

廃
⽌

す
る

と
後

か
ら

記
載

し
た

際
に

経
伺

し
た

⽂
書

資
料

の
閲

覧
。

⑳
建

建
道

（
第

12
64

号
）「

公
道

だ
。」

の
位

置
、

⾯
積

を
算

出
さ

れ
た

XY
座

標
数

値
記

載
改

廃
原

議
⼀

式
。

 
4．

建
築

局
建

築
道

路
課

の
保

有
す

る
道

路
審

議
票

⽩
根

〇
丁

⽬
91（

平
成

4年
度

）（
建

建
道

第
27

65
号

・
平

成
24

年
2⽉

13
⽇

）
を

建
築

局
は

捏
造

し
た

資
料

を
隠

蔽
し

、
差

し
替

え
た

。
正

当
⽂

書
の

原
議

⼀
式

。
写

し
の

交
付

。
 

5．
建

築
局

建
築

道
路

課
の

保
有

す
る

道
路

審
議

票
⽩

根
〇

丁
⽬

91（
平

成
4年

度
）

建
建

道
第

29
29

号
（

平
成

24
年

2⽉
28

⽇
）

は
、

捏
造

し
た

資
料

を
隠

蔽
し

差
し

替
え

後
に

開
⽰

さ
れ

た
。

原
議

⼀
式

の
写

し
の

交
付

。
 

6．
隠

蔽
資

料
を

提
出

せ
ず

平
成

4年
に

作
成

と
認

定
さ

れ
た

と
は

、
捏

造
し

隠
蔽

し
た

資
料

8通
の

原
議

の
写

し
の

交
付

別
添

元
⽂

書
＜

参
考

＞
（

※
実

施
機

関
が

異
議

申
⽴

⼈
か

ら
建

築
道

路
課

に
対

す
る

開
⽰

請
求

へ
の

対
応

を
記

録
し

た
⽂

書
）に

記
載

の
8⽉

20
⽇

付
⽂

書
は

隠
蔽

さ
れ

て
い

る
が

、
記

載
の

7件
⽂

書
は

未
開

⽰
で

あ
る

。「
開

⽰
せ

ず
帰

宅
し

た
」「

開
⽰

が
⾏

わ
れ

て
い

な
い

と
主

張
2回

」
な

ど
と

虚
⾔

が
あ

る
が

、
全

⽂
書

の
再

々
督

促
す

。
 

＜
参

考
＞

異
議

申
⽴

⼈
か

ら
建

築
道

路
課

に
対

す
る

開
⽰

請
求

へ
の

対
応

 ・
異

議
申

⽴
⼈

が
平

成
22

年
10

⽉
19

⽇
以

降
開

⽰
請

求
を

⾏
っ
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た
の

は
46

件
（

※
１

）
 

・
※

１
の

う
ち

、
開

⽰
決

定
及

び
⼀

部
開

⽰
決

定
を

⾏
っ

た
の

は
30

件
（

※
２

）、
取

下
げ

３
件

 
・

※
１

の
う

ち
、

実
施

機
関

か
ら

異
議

申
⽴

⼈
に

対
し

て
⽂

書
に

よ
る

補
正

を
依

頼
し

た
の

は
13

件
（

※
３

）
 

・
※

３
の

う
ち

、
異

議
申

⽴
⼈

が
補

正
に

応
じ

ず
対

象
⾏

政
⽂

書
を

特
定

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
⾮

開
⽰

決
定

を
⾏

っ
た

の
は

７
件

 
・

※
２

の
う

ち
、

開
⽰

実
施

⽇
に

来
庁

で
き

な
い

旨
の

連
絡

が
あ

っ
た

が
、

そ
の

後
開

⽰
⽇

の
⽇

程
調

整
が

で
き

な
か

っ
た

の
が

３
回

 
・

※
２

の
う

ち
、

開
⽰

実
施

⽇
に

連
絡

が
な

く
、

ま
た

来
庁

も
な

か
っ

た
の

が
計

８
回

（
※

４
）

 
・

※
２

の
う

ち
、

開
⽰

の
途

中
で

帰
宅

し
た

の
は

１
回

 
・

※
２

の
う

ち
、

閲
覧

せ
ず

に
帰

宅
し

た
の

は
５

回
（

※
５

）
 

・
※

２
の

う
ち

、
開

⽰
を

実
施

さ
れ

た
も

の
に

対
し

、
開

⽰
が

⾏
わ

れ
て

い
な

い
と

主
張

さ
れ

て
い

る
の

が
２

回
 

・
※

２
の

う
ち

、
郵

送
に

よ
る

写
し

の
交

付
を

希
望

さ
れ

た
が

、
写

し
の

作
成

に
要

す
る

費
⽤

が
納

付
さ

れ
て

い
な

い
の

が
１

回
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《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

平 成 2 8 年 ８ 月 1 9 日 
・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理

（答申第 1526 号) 

平 成 2 8 年 ９ 月 2 3 日 

（第 3 0 0 回第二部会） 

平 成 2 8 年 ９ 月 2 7 日 

（第 2 9 5 回第一部会） 

・諮問の報告（答申第1526号） 

平 成 2 8 年 ９ 月 2 0 日 ・審査請求人から意見書受理（答申第 1526 号） 

平成 2 8  年 1 0 月６日 

（第 2 0 1 回第三部会） 
・諮問の報告（答申第 1526 号） 

平 成 2 8 年 1 1 月 ２ 日 
・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理

（答申第 1527 号） 

平成 2 8 年 1 1 月 1 5 日 

（第 2 9 7 回第一部会） 
・諮問の報告（答申第1527号） 

平成 2 8 年 1 1 月 1 7 日 

（第 2 0 3 回第三部会） 
・諮問の報告（答申第1527号) 

平成 2 8 年 1 1 月 1 8 日 
・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理

（答申第 1528 号） 

平成 2 8 年 1 1 月 2 5 日 

（第 3 0 4 回第二部会） 
・諮問の報告（答申第 1527 号） 

平成 2 8 年 1 1 月 2 9 日 ・審査請求人から意見書受理（答申第 1527 号） 

平成 2 8 年 1 2 月 2 0 日 

（第 2 9 8 回第一部会） 
・諮問の報告（答申第1528号） 

平成 2 8 年 1 2 月 2 1 日 ・審査請求人から意見書受理（答申第 1528 号） 

平成 2 8 年 1 2 月 2 2 日 

（第 2 0 5 回第三部会） 
・諮問の報告（答申第1528号） 

平 成 2 9 年 １ 月 1 1 日 

（第 32 回制度運用調査部会） 
・審議 

平 成 2 9 年 １ 月 1 7 日 

（第 3 0 6 回第二部会） 
・諮問の報告（答申第 1528 号） 

平 成 3 0 年 ２ 月 ２ 日 

（第 43 回制度運用調査部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ４ 月 1 9 日 

（第 44 回制度運用調査部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ５ 月 1 8 日 

（第 45 回制度運用調査部会） 
・実施機関からの事情聴取 

・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 2 9 日 

（第 46 回制度運用調査部会） 
・審議 
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平 成 3 0 年 ７ 月 1 9 日 

（第 47 回制度運用調査部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ８ 月 2 3 日 

（第 48 回制度運用調査部会） 
・審議 
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